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はじめに

現下の若者の雇用情勢は、新規学卒者の就職率が高い水準で推移しているものの、フリ

ーターや年長フリーター（25歳～34 歳のフリーター）については、正規雇用である場合に

比べて、若年期に必要な技能及び知識の蓄積がなされず、その結果、将来の生活が不安定

となるおそれがあること、また、フリーターの増加により、人材の育成が図られないこと

による中長期的な競争力・生産性の低下、所得が低いために結婚や出産をためらうことに

よる少子化の一層の進行や、それに伴う社会保障の支え手の減少等の深刻な問題を引き起

こしかねないなど、いくつかの問題が指摘されている。

正社員となることを希望するフリーターを始めとする若者に対しては、就職支援や職業

訓練などの若者本人に対する支援が必要であるが、それに加えて若者の人材確保に対する

企業の姿勢も重要となってくる。我が国においては、企業による若者の人材確保について

は、新規学卒者を春に一括に採用する新規一括採用が幅広く行われてきた。一方で、就職

活動の時期が新卒採用の特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期にあたり正社員となれなか

った者の中には、その後やむなくフリーターを続けている者もいるところである。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、平成１９年１０月施行の改正雇用対策法等に

基づき、新卒者以外への門戸の拡大による若者の応募機会の拡大など、若者の雇用機会の

確保等を図るための企業に対する周知・啓発、助言指導を実施している。

本調査研究では、若者の雇用機会の確保等に取り組む企業の個別具体的な参考となる事

例を収集する等、企業からの好事例の収集に係る調査研究を実施した。

本調査研究で得られた知見をもとに、ハローワークによる若者の雇用機会の確保等に係る

企業に対する助言等に役立てていただければ幸いである。
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第１章 若者の雇用情勢の現状

１．若者の雇用情勢

若者の雇用情勢については、完全失業率が４年連続の低下と、改善が続いている（図１）。

また、新規学卒者の就職率も、ここ数年改善が続き、高い水準で推移している（図２）。

図１完全失業率の推移

図２ 高校生・大学生の就職率の推移
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（資料出所）総務省統計局「労働力調査」 注）完全失業率は年平均（資料出所）総務省統計局「労働力調査」 注）完全失業率は年平均

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」

「大学等卒業予定者就職内定状況等調査」（厚生労働省・文部科学省共同によるサンプル調査）
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図３フリーター数の推移

一方で、就職氷河期に正社員になれなかった年長フリーター（25 歳～34歳）は依然とし

て多く、フリーター状態のまま３０代後半を迎えている者も含め、課題は残されている。
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（資料出所）総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」

注）「フリーター」の定義は、１５～３４歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者とし、

１雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」又は「アルバイト」である者

２完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」である者

３非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で、家事・通学等していない者

の合計。
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また、新規学卒者が就職した後、卒業後３年以内に離職する率は、中学で約７割、高校

で約５割、大学で約３割と高水準で推移しており、特に１年以内の離職率が高くなってい

る状況にある（図４）。

図４ 就職後３年以内の離職率
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（資料出所）厚生労働省職業安定局集計

注）３年目までの離職率は四捨五入の関係で、合計と一致しないことがある
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２．先行調査から見る企業のフリーターや既卒者の採用に係る姿勢

このような状況の中、フリーター自身はどの程度、正社員を希望しているのか、また一

方で、企業はフリーターについてどのような評価をしているのかについて、内閣府及び厚

生労働省の調査を見ると、以下の結果となっている（図５）。

この先行調査からは、フリーターの約７割は正社員としての就業を希望していることが

わかる。

図５ 正社員・フリーターの今後の就職希望

（資料出所）内閣府「若年者の意識実態調査」（2003）
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一方、企業のフリーターに対する評価を見ると、フリーターであったことについての企

業の評価は、「評価にほとんど影響しない」が最も多く６割を超えている（図６）。

図６ フリーターであったことの企業の評価

（資料出所）厚生労働省「雇用管理調査」（2004）

フリーター経験をマイナスに評価する理由について企業にたずねた結果、７割を超える

企業が「根気がなくいつ辞めるかわからない」と回答している。また、「責任感がない」と

回答した企業も過半数を超えている。（図７）。

図７ 企業がフリーター経験をマイナスに評価する理由

（資料出所）厚生労働省「雇用管理調査」（2004）
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フリーターも含め、既卒者を対象とした企業の募集の状況等について、労働政策研究・

研修機構の調査によると、以下の結果となっている（図８）。

図８を見ると、①新規学卒者枠で既卒者を募集した企業は、全体で 39.4％と約４割にな

っている。これを企業規模別に見ると、企業規模が大きいほど、フリーターや既卒者を募

集しない割合が高くなる傾向があることがうかがえる。

また、既卒者を募集する際の年齢については、図９のとおり、いずれの企業規模でも、

５割を超える企業が、募集年齢に上限を設けている。

新規学卒者枠での既卒者募集の有無
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図８新規学卒者枠での既卒者募集の有無

図９ 既卒者を募集する際の年齢の上限

（資料出所）労働政策研究・研修機構「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査（２００８年３月）

（資料出所）労働政策研究・研修機構「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査（２００８年３月）
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図 10は、既卒者を募集する際の、卒業後の経過期間の上限について企業にたずねた結果

である。これを見ると、卒業後の経過期間については、上限を設けない企業の割合が、い

ずれの企業規模でも６割を超えているが、企業規模が大きいほど上限を設ける割合が高い

傾向があることがわかる。

既卒者を募集する際の卒業後の経過期間の上限
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図 10 既卒者を募集する際の卒業後の経過期間の上限

（資料出所）労働政策研究・研修機構「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査（２００８年３月）
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また、年齢や卒業後の経過期間の上限を設ける理由をたずねると「できるだけ若い層を

採用したい」、「年齢が高いと新卒者扱いで採用できない」を理由とする企業が多いことが

うかがわれる（図 11）。

図 11新規学卒者枠で既卒者を募集する際に年齢や卒後の経過期間の上限を設ける理由

新規学卒者枠で既卒者を募集する際に年齢や卒後の経過期間の上限を設ける理由

0

20

40

60

80

で

き

る

だ

け

若

い
層

を

採

用

し

た

い

年

齢

が

高

い

と

新

卒

者

扱

い

で

採

用

で

き

な

い

自

社

の

年

齢

構

成

上

の

人

数

の

都

合

賃

金

体

系

等

に

つ

い

て

、
年

齢

の

高

い
人

を

処

遇

す

る

方

法

が

自

社

に

未

整

備

年

齢

の

高

い
人

を

配

置

す

る

と

配

属

先

の

負

担

が

増

す

年

齢

の

高

い
人

を

教

育

す

る

だ

け

の

余

裕

が

な

い

年

齢

上

限

を

設

け

な

い

と

募

集

コ
ス

ト

が

増

す

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い

（％）

100～299人

300～999人

1,000人以上

（資料出所）労働政策研究・研修機構「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査（２００８年３月）
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３．若者の雇用機会の確保等に関する動向

平成 19 年 10 月に改正雇用対策法（若者の雇用機会の確保等に関する部分）が施行され、

また同年同月に「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」

が適用されたところである。

改正雇用対策法では、若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改

善等を図るために必要な措置を講ずることにより、若者の雇用機会の確保等を図ることを

事業主の努力義務としている。

また、より具体的に、事業主が講ずべき具体的な措置として、指針において、主に以下

のことが示されている（付属資料参照）。

募集及び採用に当たって講ずべき措置

○ 業務内容、勤務条件、職場で求められる能力・資質等についての情報の明示

○ 既卒者についても、新規学卒者の採用枠に応募できるような募集条件の設定

○ 通年採用や秋期採用の導入の検討

○ 企業の求める人材像や採用選考に当たって重視する点等の明示

定 着 促 進 の た め に 講 ず べ き 措 置

○ 正社員への登用の可能性が与えられるような仕組みの検討

○ ＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴの計画的な実施

厚生労働省においては、改正雇用対策法及び指針に基づき、若者の応募機会の拡大をは

じめとする若者の雇用機会の確保等に係る事業主に対する周知・啓発、助言・指導を実施

している。
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第２章 調査研究の目的と進め方

１．調査研究の目的

本調査研究は、企業におけるフリーターや既卒者を含む、若年者の雇用機会の確保等を

促進するため、主に次の二点を目的に実施した。

(1)フリーターや既卒者を含む若年者の雇用機会の確保等を促進するための着眼点を得

る

(2)調査結果をもとに、企業に向けて若年者の雇用についてより積極的に取り組めるよ

うな啓発ツールとして好事集を作成する

２．調査研究の進め方 

本調査研究は、企業に対するアンケート調査と、及びヒアリング調査（企業事例研究）

によって行った。それぞれの調査研究の進め方の概要は次のとおり。

(1)アンケート調査の実施

①調査名

・「若年者の雇用機会の確保等についての企業等からの好事例の収集に係る調査研究事業

事業」

②調査対象

・帝国データバンクの企業情報から、１万社を無作為抽出

③調査内容（付属資料参照）

・フェイスシート（企業規模、業種等）

・フリーターや既卒者の募集・採用状況について

・非正規社員の正社員登用の状況について

・新卒なども含む若者の受け入れや定着の状況について

④調査期間

・平成２０年５月２０日～平成２０年６月３日 
⑤調査方法

・郵送による調査票の配布・回収
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⑥回収数および回収率

1)回収数：2,108 票

2)回収率：21.08％

⑦アンケート調査実施機関

株式会社 産業社会研究センター 石原、菅野

(2)ヒアリング調査（企業事例研究）の実施

①ヒアリング調査対象

・上記（１）のアンケート調査結果をもとに、より効果的な取組をしていると思われる企

業４０社を選定

②主なヒアリング項目

・企業概要

・環境変化への認識と経営課題

・自社の人材ニーズ

・人材確保の考え方とその変遷

・フリーターや既卒者の採用活動の現状とプロセス

・フリーターや既卒者の受け入れ、定着策について

・現状の課題と今後の方向性

③ヒアリング調査期間

・平成２０年６月４日～平成２０年８月２０日

④ヒアリング調査方法

・企業訪問による聞き取り調査

対象数 ４０社

ヒアリング方法 経営者および人事担当者の個人ヒアリング

ヒアリングの主な項目 ●企業概要

●環境変化への認識と経営課題

●自社の人材ニーズ

●人材確保の考え方とその変遷

●フリーターや既卒者の採用活動の現状とプロセス

●フリーターや既卒者の受け入れ、定着策について

●現状の課題と今後の方向性

⑤ヒアリング調査実施機関

株式会社 産業社会研究センター 石原、菅野
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第３章 調査の結果

１．アンケート調査結果

(1) 調査結果概要

調査結果の概要は以下の通り。 

①フリーターや既卒者の募集・採用状況について

○過去１年間に、フリーターや既卒者を正社員として募集した実績のある企業は約６割

○フリーターや既卒者を正社員として募集した企業のうち、フリーターや既卒者を採用

した実績がある企業は約７割

○フリーターや既卒者を募集・採用するメリットは、「即戦力の人材確保ができる」が

最も多く６割を超える。「既に職業経験があるため、教育研修にあまりコストをかけ

ずに済む」、「必要な人材を確保しやすい」をメリットとしてあげる企業も多い

○フリーターや既卒者の募集・採用にあたって感じる問題点は、「求める質の人材が集

まりにくい」などの人材確保の問題、採用や教育コストの問題、賃金体系等の処遇制

度の問題などが挙げられる一方、「特に問題は感じていない」も３割弱存在する

○フリーターや既卒者を募集・採用する上での問題点について、IT 手段の活用や募集職

種の詳細な情報の提示などの募集方法の改善、既卒者でも対応可能な賃金体系の整備

などの対応策をとっている企業も見られる。「特に工夫や見直しをしていることはな

い」企業が４割弱と最も多い

② 非正規社員の正社員登用の状況について

○「非正規社員から正社員への登用制度がある」と回答した企業が過半数を超える

○過去１年間に、３４歳以下の非正規社員を正社員へ登用したと回答した企業が４割強

○非正規社員から正社員登用するメリットは、「能力や仕事ぶりをわかった上で採用す

ることができるなど採用のミスマッチを回避できること、即戦力が確保できること、

定着率や仕事意欲を高めることができることが多い、と回答

○非正規社員から正社員への登用にあたり、「特に問題は感じていない」と回答した企

業が最も多く５割弱。一方で、問題点として挙げられたものは、「正社員登用後の賃

金・処遇が難しい」、「非正規社員が正社員になりたがらない」が多くなっている

○非正規社員から正社員登用を行う際に企業が感じる問題に対し、「正社員として働く

ことの魅力や、やりがいを伝えるようにしている」、「登用後の賃金や処遇の基準を

明確にしている」などの対応策をとっている企業が見られる

③ 新卒なども含む若者の受け入れや定着の状況について

○若者を正社員として受け入れる際に感じる問題点では、職場定着が難しいこと、コミ

ュニケーションなどの社会人としての資質・能力や仕事への意欲が十分ではないこと



13 
 

が多い

○若者を正社員として受け入れる場合の問題点に対し、早期離職を防ぐために募集の際

に自社や職種について詳細に伝えること、業務知識習得や意識付けのための教育など

の対策をとっている企業が見られる

(2)調査結果

①回答企業プロフィール

●回答企業の従業員規模

● 回答企業の業種

16.3%

8.2%

3.3%

5.3%

37.0%

14.3%

8.6%

4.7%

1.5%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10人未満

10人以上～30人未満

30人以上～50人未満

50人以上～100人未満

100人以上～300人未満

300人以上～500人未満

500人以上～1000人未満

1000人以上～3000人未満

3000人以上

無回答

2.2%

1.5%

1.5%

2.1%

2.4%

2.4%

2.9%

3.6%

6.4%

10.7%

11.0%

13.9%

16.8%

22.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業

卸売・小売業

その他のサービス業

医療、福祉

建設業

運輸業

情報通信業

金融・保険業

教育、学習支援業

複合サービス業

飲食店、宿泊業

電気・ガス・熱供給・水道業

不動産業

無回答
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②フリーターや既卒者の募集・採用状況について

● 過去１年間に、フリーターや既卒者を正社員として募集した実績のある企業は約６割

過去１年間に、フリーターや既卒者を正社員として募集した実績について企業にたずね

た結果、「フリーターや既卒者にこだわらず、正社員の募集をした」が 54.0％と最も多く、

過半数を超えている。これに「フリーターや既卒者を主要なターゲットにして正社員の募

集をした」の 5.6％と合わせると、59.6％となり、約６割の企業が、過去１年間に、フリー

ターや既卒者を正社員として募集した「実績がある」と回答していることがわかる。

● フリーターや既卒者を正社員として募集した企業のうち、フリーターや既卒者を採用し

た実績がある企業は約７割

過去１年間に、フリーターや既卒者を正社員として募集した実績があると回答した企業

のうち、実際にフリーターや既卒者を「採用した実績がある」と回答した企業は 73.4％と、

７割を超えている。

n=2108

フリーターや既卒者を主

要なターゲットにして

正社員の募集をした

5.6%

フリーターや既卒者等に

こだわらず、

正社員の募集をした

54.0%

フリーターや既卒者の

正社員募集は

行わなかった

36.0%

その他

2.9%

無回答

1.5%

採用した実績がある

73.4%

採用した実績はない

23.6%

無回答

3.0%

n=1317
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● フリーターや既卒者を募集・採用するメリットは、「即戦力の人材確保ができる」が最

も多く６割を超える。「既に職業経験があるため、教育研修にあまりコストをかけずに

済む」、「必要な人材を確保しやすい」をメリットとしてあげる企業も多い

過去１年間に、フリーターや既卒者を募集した実績のある企業に、フリーターや既卒者

の募集・採用についてどのようなメリットを感じているか（あるいは期待しているか）を

たずねた結果、「即戦力になる人材を確保しやすい」が、60.5％と最も多く、６割を超え

ている。続いて、「既に職業経験があるため、教育研修にあまりコストをかけずにすむ

（35.0％）」、「必要な量の人材を確保しやすい（32.4％）」、「自社が求める質の人材

を確保しやすい（21.6％）」の順になっている。

●フリーターや既卒者の募集・採用にあたって感じる問題点は、「求める質の人材が集ま

りにくい」などの人材確保の問題、採用や教育コストの問題、賃金体系等の処遇制度の

問題などが挙げられる一方、「特に問題は感じていない」も３割弱存在する

フリーターや既卒者の募集・採用にあたって感じる問題点についてたずねた結果、４割

弱（38.2％）の企業が、「自社の求める質の人材が集まりにくい」と回答し、最も高い割

合になっている。次いで「特に問題は感じていない」が、25.6％と、２番目に高い割合に

なっている。以降、「自社の業種や募集する職種が若者に人気がない（19.1％）」、「都

度採用になるので、結果的に募集・採用コストがかかる（15.5％）」、「自社の業種や募

集する職種がフリーターや既卒者には適していない（15.3％）」の順となっている。

25％を超える企業が、フリーターや既卒者の募集・採用にあたって「特に問題は感じて

いない」と回答している一方で、「人が集まりにくい」という点と、「採用にコストがか

かる」ことを問題と感じている企業が多いことがうかがえる。また、フリーター等を採用

した場合の社内の賃金体系等の処遇制度が不十分であることも挙げられている。

しかしながら、先に見たように、フリーターや既卒者を募集・採用するメリットとして、

「必要な人材を確保しやすい」ことが挙げられていることから、対応策次第で問題点が克

0.5%

5.1%

8.6%

10.2%

14.9%

21.6%

32.4%

35.0%

60.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

即戦力になる人材を確保しやすい

既に職業経験があるため、教育研修にあまりコストをかけずに済む

必要な量の人材を確保しやすい

自社が求める質の人材を確保しやすい

新卒者と変わらないレベルの人材を確保できる

特にメリットは感じていない（期待していない）

発想や考え方が既存社員とは違う、ユニークな人材が採用できる

その他

無回答

（複数回答）
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服できる可能性があることがうかがえる。

●フリーターや既卒者を募集・採用する上での問題点について、IT 手段の活用や募集職種

の詳細な情報の提示などの募集方法の改善、既卒者でも対応可能な賃金体系の整備など

の対応策をとっている企業も見られる。「特に工夫や見直しをしていることはない」企

業が４割弱と最も多い

フリーターや既卒者を正社員として募集・採用する上での問題点に対し、どのような対

策を行っているかをたずねた結果、４割弱（38.1％）の企業が「特に工夫や見直しをして

いることはない」がと回答し、最も高い割合になっている。一方、「自社のホームページ

による求人情報の公開など IT手段の活用（24.1％）」、「自社や募集職種のより詳細な情

報の提示、アピールポイントの工夫（13.3％）」、「既卒者でも対応可能な賃金体系など

の整備（12.4％）」、「合同会社説明会への参加（10.8％）」のように、募集方法の改善

や賃金体系の整備などの対応をとっている企業も見られる。

38.2%

25.6%

19.1%

15.5%

15.3%

11.3%

9.1%

8.0%

5.7%

4.3%

3.6%

7.1%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自社の求める質の人材が集まりにくい

特に問題は感じていない

自社の業種や募集する職種が、若者に人気がない

都度採用になるので、結果的に募集・採用コストがかかる

自社の業種や募集する職種がフリーターや既卒者には適していない

人材を量的に確保するのが難しい

フリーター等を採用した場合の社内の賃金体系等の処遇制度が十分

自社の知名度が低いので、若者が集まらない

都度採用になるので、研修コストがかかる

フリーターや既卒者を効率よく募集・採用する方法がわからない

アルバイト経験の評価の仕方など面接・採用ノウハウが十分でない

その他

無回答

（複数回答）
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③非正規社員の正社員登用の状況について

●「非正規社員から正社員への登用制度がある」と回答した企業が過半数を超える

非正規社員から正社員へ登用する制度の有無について企業にたずねた結果、過半数を超

える 54.6％の企業が、「非正規社員から正社員へ登用する制度がある」と回答した。

n=2108

無回答

4.6%

非正規社員から正社員

へ登用する制度はない

40.8%

非正規社員から正社員

へ登用する制度がある

54.6%

38.1%

24.1%

13.3%

12.4%

10.8%

9.5%

7.7%

7.6%

7.5%

6.8%

5.6%

5.4%

3.7%

4.6%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に工夫や見直しをしていることはない

自社のホームページによる求人情報の公開など、ＩＴ手段の活用

自社や募集職種のより詳細な情報の提示、アピールポイントの工夫

既卒者でも対応可能な賃金体系などの整備

合同会社説明会へ参加

求人条件の魅力を高めるための、賃金や労働条件の見直し

募集回数やタイミング、採用プロセスの適正化によるコストの低減

若者採用に合った、新たな求人ルートの開拓

既卒者でも対応可能な研修制度の整備

会社説明会の開催や、実施方法の工夫

アルバイト経験評価方法などフリーター等に対応できる面接の工夫

職業体験の機会の提供

企業イメージの刷新

その他

無回答

（複数回答）
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● 過去１年間に、３４歳以下の非正規社員を正社員へ登用したと回答した企業が４割強

非正規社員から正社員へ登用する制度の有無に関係なく、過去１年間に、自社内におい

て、若年者（３４歳以下）の非正規社員を、正社員へ登用した実績の有無についてたずね

た結果、４割強の企業が、「登用した実績がある」と回答した。

●非正規社員から正社員登用するメリットは、「能力や仕事ぶりをわかった上で採用する

ことができるなど採用のミスマッチを回避できること、即戦力が確保できること、定着

率や仕事意欲を高めることができることが多い、と回答

過去１年間に、「自社の非正規社員を正社員へ登用した実績がある」と回答した企業に、

非正規社員から正社員への登用のメリットをたずねた結果、８割を超える（84.0％）の企

業が「能力や仕事ぶりをわかった上で正社員として採用することができる」と回答、最も

高い割合となっている。次いで、「会社等をわかっている人材を正社員として採用するこ

とができる」が 56.7％と過半数を超えている。企業側、採用される側の双方が、お互いの

ことをよく知り、理解した上で採用できることで、採用のミスマッチが回避されやすいこ

とを、企業側がメリットを感じているようである。

また、「仕事に対する熟練度が高い人材を正社員として確保しやすい」が 42.6％と 4 割

を超え、３番目に高い割合になっている。非正規社員から正社員への登用によって、即戦

力を確保できるというメリットを感じている企業も多いことがうかがえる。

さらに、「定着率や仕事意欲を高めることができる」が 38.5%となっており、採用のミス

マッチ回避や、即戦力確保以外でもメリットが発生していることがうかがえる。

n=2108

無回答

3.7%

登用した実績はない

52.5%

登用した実績がある

43.8%
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●非正規社員から正社員への登用にあたり、「特に問題は感じていない」と回答した企業

が最も多く５割弱。一方、問題点として挙げられたものは、「正社員登用後の賃金・処

遇が難しい」、「非正規社員が正社員になりたがらない」が多くなっている

非正規社員から正社員へ登用するにあたり、どのような問題を感じているかを企業にた

ずねた結果、「特に問題は感じていない」と回答した企業が 45.5％と、最も高い割合にな

っている。一方で、問題点としては、「正社員登用後の賃金・処遇の位置づけが難しい

（20.2％）」、「非正規社員が正社員になりたがらない（13.1％）」、「正社員登用後も、

本人の意識は非正規社員の頃から変わらない（11.6％）」の順となっている。

非正規社員からの正社員登用は、企業にとって比較的問題の少ない人材確保の方法であ

ることがうかがえる。

1.0%

0.9%

1.6%

9.3%

12.0%

12.4%

17.9%

38.5%

42.6%

56.7%

84.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

能力や仕事ぶりをわかった上で正社員として採用することができる

会社等をわかっている人材を正社員として採用することができる

仕事に対する熟練度が高い人材を正社員として確保しやすい

定着率や仕事意欲を高めることができる

人材確保難に対応できる

企業ロイヤリティーの高い人材を正社員として確保しやすい

採用コストを抑えることができる

教育コストを抑えることができる

特に感じるメリットはない

その他

無回答

5.0%

6.6%

2.5%

3.9%

5.5%

6.7%

8.7%

11.6%

13.1%

20.2%

45.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に問題は感じていない

正社員登用後の賃金・処遇の位置づけが難しい

非正規社員が正社員になりたがらない

正社員登用後も、本人の意識は非正規社員の頃から変わらない

正社員への選考した結果に対して、不公平感や不満が起きやすい

正社員登用後の雇用形態変更に伴い人間関係に問題が生じやすい

正社員登用後の役割分担や配置のしかたが難しい

正社員登用後の雇用形態変更に伴った適切なマネジメントが難しい

正社員への選考にコストや手間がかかる

その他

無回答

（複数回答）

（複数回答）
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●非正規社員から正社員登用を行う際に企業が感じる問題に対し、「正社員として働くこ

との魅力ややりがいを伝えるようにしている」、「登用後の賃金や処遇の基準を明確に

している」などの対応策をとっている企業が見られる

非正規社員の正社員登用を行う際に企業が感じる問題点に対し、どのような対策を行っ

ているかをたずねた結果、42.9％の企業が「特に取り組みは行っていない」と回答し、最

も高い割合になっている。一方、行われている取り組みとしては、「正社員として働くこ

との魅力ややりがいを伝えるようにしている（19.7％）」、「登用後の賃金や処遇の基準

を明確にしている（19.3％）」、「正社員として働くことに対する動機づけや、後押しを

している（18.6％）」などの順になっており、多くの企業が感じている問題点に対応した

取り組みが上位に上がっている。

6.6%

3.1%

3.6%

4.2%

4.3%

7.0%

9.1%

11.1%

18.6%

19.3%

19.7%

42.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に取り組みは行っていない

正社員として働く事の魅力ややりがいなどを伝えるようにしている

登用後の賃金や処遇の基準を明確にしている

正社員として働く事に対する動機付けや、後押しをしている

正社員登用後の人に正社員の意識付けの教育を行っている

正社員登用の選考時期や基準を設定し社内にオープンにしている

本人や周囲に納得度が高い、適切な選考プロセスをとっている

選考にかかる手間などを低減するため選考時期を定例化している

正社員登用後の人にマネジメントできるよう管理者に教育している

短時間や勤務地限定社員等、柔軟な勤務体系を整備している

その他

無回答

（複数回答）
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④新卒なども含む若者の受け入れや定着の状況について

●若者を正社員として受け入れる際に感じる問題点では、職場定着が難しいこと、コミュ

ニケーションなどの社会人としての資質・能力や仕事への意欲が十分ではないことが多

い

新卒なども含む若者（フリーターや既卒者を含む。以下同様）を正社員として受け入れ

る際に企業が感じる問題点についてたずねた結果、「すぐに辞めてしまうなど、職場定着

が難しい」が 37.2％と最も高い割合になっている。次いで、「マナーやコミュニケーショ

ンなど社会人の基本ができていない」が 37.0％と、ほぼ同じ割合になっている。企業が若

者を正社員として受け入れる際に、「定着の悪さ」と「社会人としての基本ができていな

いこと」について多くの企業が問題として感じていることがうかがえる。また、「即戦力

にならない（27.2％）」、「仕事の取り組み意欲や目標達成意欲が低い（24.3％）」など、

若者の職務能力や資質、仕事への取り組み姿勢を問題とする企業の割合も相対的に高い割

合になっている。

すぐに辞めてしまうなど、職場定着が難しい

マナーやコミュニケーションなど社会人の基本が

できていない

即戦力にならない

特に問題は感じていない

仕事への取り組み意欲や目標達成意欲が低い

自社の社風や職場への適合が難しい

その他

無回答

37.2%

37.0%

27.2%

24.8%

24.3%

9.4%

3.7%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（複数回答）
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●若者を正社員として受け入れる場合の問題点に対し、早期離職を防ぐために募集の際に

自社や職種について詳細に伝えること、業務知識習得や意識付けのための教育などの対

策をとっている企業が見られる

若者を正社員として受け入れる場合の問題に対し、どのような対策を行っているかを企

業にたずねた結果、38.4％の企業が「業務知識習得のための、教育を行っている」と回答。

最も高い割合になっている。次いで「早期離職を防ぐため募集等に自社や職種の詳細を伝

えている」が 38.3％と、ほぼ同じ割合になっている。以下以降は、「仕事に対する取り組

み方など、意識づけのための教育を行っている（28.1％）」、「社会人のコミュニケーシ

ョン力等を養成する教育を行っている（27.8％）」の順になっている。

若者を正社員として受け入れる際の問題への対応策として、「教育」と「早期離職防止」

に取り組んでいる企業が相対的に多いことがうかがえる。

3.1%

1.9%

8.3%

11.6%

12.1%

15.1%

16.6%

18.9%

19.5%

22.5%

27.8%

28.1%

38.3%

38.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務知識習得のための、教育を行っている

早期離職を防ぐため募集等に自社や職種に詳細を伝えている

仕事に対する取り組み方など、意識づけのための教育を行っている

社会人のコミュニケーショ ン力等を養成する教育を行っている

外部の教育・研修機関を有効に活用している

長期的な視点での人材育成計画を立てている

若者の状況を把握する為上司と定期的な面談等を用意している

特に取り組みは行っていない

職場のチームワーク醸成のレクリエーショ ンなどを実施している

不安や不満を相談できるような仕組みを用意している

トライアル雇用など自社との相性等を見極める期間を設定している

若者にマネジメント力を養成する為、管理者に教育を行っている

その他

無回答

（複数回答）
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２．企業ヒアリング調査結果

(1)企業ヒアリング調査について

フリーターや既卒者なども含め、経歴や価値観が異なる多様な若者を、戦略的に正社員

として募集・採用することで、単に若年人材の確保にとどまらず、さまざまな経営メリッ

トを実感している企業を対象にヒアリング調査を実施した。

ヒアリング調査を実施した企業は、いずれも若者の人材の確保に苦労している（あるい

は苦労していた）企業である。これらの企業は、若者の人材の確保を目的に、フリーター

や既卒者など、経歴や価値観が異なる多様な若者を幅広く募集・採用の対象にした。これ

らの企業の共通点は、「若者は定着率が悪い」「フリーターや既卒者にはよい人材が少な

い」などの先入観を持たず、経歴や学歴よりも、人物本位の採用を行っているところにあ

った。また、若者を採用するにあたって生じる問題点を解決すべく、様々な取り組みや工

夫をするとともに、採用後の教育や育成に力を傾け、自社の人材基盤を強化していた。そ

の結果、多様な応募者の中から、自社に合った人材を、自社に合った方法で確保していく

ノウハウを蓄積、自社の人材基盤の強化につなげるとともに、さまざまな経営メリットを

実感していた。

(2)若者を募集・採用する上での工夫や取り組み

これらの企業が、さまざまな経営メリットを実感できているのは、多様な経歴や価値観

を持つ若者を対象に、募集・採用を進めていく場合に、直面しがちな問題に対して、さま

ざまな工夫をし、問題解決を図っているからに他ならない。また、そうした問題解決の取

り組みの積み重ねが、自社の募集・採用ノウハウや人材育成ノウハウとして、組織に蓄積

されている。そして、蓄積されたそれらのノウハウの活用によって、更に効率的な人材の

確保を実現する、という好循環を、それぞれの企業にもたらしている。その結果、自社の

経営目標を達成するための、人材基盤の強化を実現している。

図１は、ヒアリング調査を実施した企業の工夫や取り組みを整理したものである。これ

らの企業が行った工夫や取り組みは、フリーターや既卒者を含む多様な経歴や価値観を持

つ若者を対象とした募集・採用を、うまく進めるための着眼点とも言い換えることができ

る。
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図１ フリーターや既卒者を含む多様な経歴や価値観を持つ若者を対象とした募集・採用を

うまく進めるための着眼点

募集・採用段階における工夫・取り組み

①効果的な募集・採用の実施

●求める人材像を明確にしたブレない採用、人

物本位の採用

●フリーターや既卒者も募集対象に追加する等

の募集・採用方法の見直し

● 自 社 の 非 正 規 社 員 か ら の 正 社 員 登用

●入社後のミスマッチ防止を図るための工夫

●募集・採用コストの低減

採用後の段階における工夫・取り組み

②定着率の向上のための取り組み

●“自社イズム”の浸透を図る

●若者の悩みやトラブルを解する体

制の整備

●納得性の高い評価・処遇

●社内の連携やコミュニケーション

の強化

③質の向上のための取り組み

●採用後の育成と育成方法の工夫

●モチベーション向上のための工

夫

●育成コストの低減

実感している経営メリット

● 求める人材の確保と人材基盤の強化

● 募集・採用、人材育成ノウハウの蓄積

● 人材基盤の強化による経営目標の実現
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＜募集・採用段階における工夫・取り組み＞

①効果的な募集・採用の実施

●“求める人材像”を明確にしたブレない採用、人物本位の採用

募集対象を広げることによって、経歴、学歴、価値観、能力などが異なる多様な若者の

応募が予想される。企業は、そうした多様な若者の中から、自社にマッチした人材を、ブ

レずに、的確に採用していかなければならない。その際に重要になるのが、「自社はどの

ような人材を求めているか」という、“求める人材像”の明確化である。ヒアリング調査

を実施した企業の中にも、“求める人材像”を明確に定め、採用の際の判断基準にするこ

とで、多様な応募者の中から、自社に合った人材を的確に見極め、採用に結びつけている

企業があった。

自社に合った人材を見逃さず、確実に採用するためには、自社が“求める人材像”を、

できるだけ具体的に、明確にしておくことが重要である。“自社が求める人材像”の明確

化は、多様な若者を対象にした募集・採用を、成功させる上での前提になる。

●フリーターや既卒者も募集対象に追加する等の募集・採用方法の見直し

ヒアリング調査を実施した企業は、いずれも、若者の人材確保に苦労した経験を持つ企

業である。そのため、各企業では、少しでも応募者を増やすための工夫を行ってきた。多

様な募集チャネルを活用して応募者との接点拡大を図ること、採用専任担当者を設置して

採用体制を強化すること、あるいは、応募者の心理的な負担を軽減するような募集条件の

打ち出しを行うことなどは、そうした工夫の一例である。これらの企業では、工夫のトラ

イアンドエラーを積み重ね、その結果、自社に最も合った効果的な募集・採用ノウハウを

蓄積している。

●自社の非正規社員からの正社員登用

募集・採用の工夫という意味では、自社の非正規社員からの正社員登用もその一つと言

える。ヒアリング調査を実施した企業においても、正社員登用希望者を増やすため、正社

員の待遇改善や、働き方のニーズによって選択できるキャリアコースを用意するなどの取

り組みを行っている。また、正社員登用制度の運用によって、非正規社員のモチベーショ

ンを高めることに成功している企業もある。こうした工夫の結果、正社員登用制度を導入

した企業では、「即戦力を確保することが出来る」「ミスマッチが少ない」「募集・採用

コストが比較的かからない」「非正規社員のモチベーションを高めることができる」など
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のメリットを実感している。

●入社後のミスマッチ防止を図るための工夫

アンケート結果でも確認したように、「定着の悪さ」は、若者を正社員として受け入れ

る際に、多くの企業が問題点として感じている。ヒアリング調査を実施した企業には、早

期離職の原因となる「企業と若者のミスマッチ」を未然に防ぐことを目的に、採用選考の

段階で、自社の社風や仕事内容を十分に理解してもらう取り組みを行い、企業と若者のミ

スマッチを防ぎ、採用後の定着を高めている企業がある。 

●募集・採用コストの低減

事例企業の中には、新卒採用では人が集まらないため、並行して非正規社員の正社員登

用を行うことで、募集・採用コストを一定程度押さえている企業や、ハローワークなどコ

ストのかからない募集ルートを有効に活用している企業がある。

＜採用後の段階における工夫・取り組み＞

②定着率向上のための取り組み

●“自社イズム”の浸透を図る

経歴がさまざまな中途採用者は、仕事に対する考え方や、価値観が多様な人材である。

その多様性は、組織のダイナミズムを生むために重要な要素であると言える。そうした多

様性を大事にしながら、一方で、中途採用者自身には、入社した企業が、これまで培って

きた企業文化や価値観について理解し、組織の一員として、周囲とベクトルを揃えていく

ことが求められる。入社した企業の文化や価値観に対する理解が浅いと、周囲との連携が

うまくいかない、あるいは組織に馴染めず周囲から浮いてしまう、などの事態も起こりや

すくなると考えられる。そうした状況を招くと、最終的には退職につながってしまう場合

も多い。 
ヒアリング調査を実施した企業の中には、こうした問題に着目し、中途採用者に対し、

自社の歴史や経営理念など、いわゆる“自社イズム”の浸透を図る企業があった。これら

の企業では、全社的に組織の価値観を共有できるようにすることで、社員の定着率を高め

ることに成功している。
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●若者の悩みやトラブルを解消する体制の整備

若者が抱える悩みや、トラブルを早期に解消することも、定着率を高めるためには大事

なポイントである。新卒採用者と比べて同期入社の少ない中途採用者は、仕事の悩みやト

ラブルを一人で抱えがちであるが、そうしたストレスによって、退職に至ってしまうケー

スも少なくない。中途採用者が陥りやすいこのような問題を解決するためには、平素から

社員の様子に気を配り、ちょっとした様子の変化などを見逃さずに、適切な対応をするこ

とが大切になる。ヒアリング調査を実施した企業の中には、社員の様子の変化をとらえる

仕組みの導入や、社員が悩みを相談しやすい環境を整備する、などの体制を整え、対応を

図っている企業がある。

●納得性の高い評価・処遇

アンケート結果でも見たように、中途採用した若者の年齢やこれまでの経験を、自社の

賃金体系の中でどのように位置づけるか、その処遇に悩む企業も多い。採用後の評価や処

遇のあり方を間違うと、採用された本人のみならず、既存の社員に不満をもたらす可能性

がある。

こうした問題を解決するキーワードは、“納得性をいかに高めるか”にある。ヒアリン

グ調査を実施した企業の中には、本人や周囲の“納得性”に留意し、中途採用者の評価や

処遇を決定している企業がある。 

●社内の連携やコミュニケーションの強化

社内の連携やコミュニケーションの善し悪しは、組織の雰囲気・風土の形成に直結し、

それが社員の定着率にも影響を与える。風通しの良い組織、社員同士の連携がうまくいっ

ている企業は総じて、社員の定着も良い。 
中途採用者は、入社時の年齢もさまざまで、入社のタイミングによっては同期入社も少

ないことから、入社後、周囲との人間関係がうまくいず、業務の連携や対人コミュニケー

ションがうまくとれないケースもみられる。こうした問題を解決するため、ヒアリング調

査を実施した企業では、入社時研修の場をうまく活用し、そこで、年齢差などを超えた同

期の絆づくりを図るなど、入社後の連携やコミュニケーションを円滑にする土台を作って

いる企業がある。 
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③質の向上のための取り組み

●採用後の育成と育成方法の工夫

ヒアリング調査を実施した企業は、募集・採用に工夫をする一方で、採用した人材を教

育し、自社の求める人材へと育成することに注力している。研修の内容や進め方、ＯＪＴ

の進め方に自社独自の工夫を行っている。中には、採用難時代の経験をもとに、典型的な

ニートとも言える人材を、自社の基幹社員にまで育成した企業もある。そうした人材育成

ノウハウは、「一旦採用したら、戦力として育て上げるのが企業の役割」という姿勢のも

と、人材育成の試行錯誤を続け、そのプロセスの蓄積の上に作り上げられたものである。

●モチベーション向上のための工夫

アンケート結果でも確認したように、「マナーやコミュニケーションなど社会人の基本

ができていない」「仕事の取り組み意欲や目標達成意欲が低い」など、「若者の仕事に対

する姿勢」に不満を持つ企業が多い。ヒアリング調査を実施した企業は、この問題を解決

する試みとして、入社以降の教育に力を入れるとともに、マネジメントの工夫によって、

若者のモチベーションアップを図っている。仕事に対する意欲が湧くよう、入社時研修の

進め方を工夫したり、“任せる”ことで若者の意欲を引き出すなど、各企業は、採用した

若者のモチベーションを高め、仕事に対する取り組み姿勢をより前向きに変えていくよう

に努力し、成果を上げている。

●育成コストの低減

ヒアリング調査を実施した企業には、中途採用者の採用時期を新卒採用時期と合わせ、

新卒と一緒に入社時の教育を行うことで教育コストの低減を図ったり、業界団体、公的機

関の教育機会を活用するなどの方法で、教育にかかるコストを低減する工夫を行っている。 
また、外部に頼らず、自社内で人材育成体制を整備することによって、教育にかかるコ

スト低減を図っている企業もある。 
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＜ 実 感 し て い る 経 営 メ リ ッ ト ＞

●幅広く募集の対象を広げることで、他社との厳しい人材獲得競争に巻き込まれること

なく、自社の求める人材を、確保することができる

ヒアリング調査を実施した企業の多くが、ブランド力、ネームバリューのある企業と、

若者の獲得において、厳しい競争を余儀なくされ、人材確保難に直面している、あるいは

直面した経験を持っている。

これらの企業は、幅広く募集の対象を広げ、多様な若者を募集の対象にし、その中から

自社に合った人材をすることで、他社との厳しい人材獲得競争に巻き込まれることなく、

人材を確保することに成功している。

●多様な人材を受け入れ、育成することで、自社の人材育成レベルが高まり、ノウハウ

が蓄積される

学歴や職歴など、これまでの経歴が多様な人材を受け入れ、自社の人材として育成して

いくためには、その育成方法に独自の工夫が必要になってくる。ヒアリング調査を実施し

た企業の中には、人材確保難時代に、何人ものそうした人材を受け入れ、育成していく経

験を積み重ねることで、典型的なニートを自社の基幹人材にまで育成した企業もある。 
多様な人材を受け入れ、育成するプロセスの積み重ねによって、人材育成ノウハウを蓄

積し、自社の人材育成レベルを高めるというメリットを得ている。

●募集・採用ノウハウが蓄積され、自社の「採用力」が強化される

ヒアリング調査を実施した企業は、募集・採用のプロセスでさまざまな工夫を行ってい

る。その工夫の過程で、トライアンドエラーを積み重ね、自社に合った募集・採用ルート

の構築や、効率的な募集・採用方法の確立など、若者の募集・採用についての、自社独自

のノウハウを蓄積している。こうしたノウハウの蓄積により、それぞれの企業は、自社の

「採用力」を強化している。

●社内が活性化される

経歴や価値観などが異なる多様な人材を受け入れ、自社の一員にしていくためには、さ

まざまな工夫が必要になる。先に見たように “自社イズムの浸透”を図ったり、“入社時

研修の場で、年齢差などを超えた同期の絆づくりを行う”などの取り組みは、多様な人材

を受け入れるがために必要な工夫であった。ヒアリング調査を実施した企業では、こうし
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た工夫を行うことで、結果的に社内のコミュニケーションの円滑化、組織の連携強化、社

員のロイヤリティやモチベーションの向上というメリットを実感している。多様な若年人

材を受け入れるための工夫は、社内を活性化させるというメリットももたらしている。

なお、ヒアリング調査を実施した企業の中には、人材確保のルートとして、自社で働く非正規

社員を正社員へ登用している例も数多く見られた。自社で働く非正規社員を正社員として登用す

る企業では、主に次のようなメリットを感じている。

●即戦力を確保することができる

自社で働く非正規社員を正社員として登用するメリットとして、多くの企業が実感して

いることが「即戦力を確保することができる」という点である。自社での勤務経験を有し、

自社についての理解が深い人材を、正社員として確保することができることが、多くの企

業で、感じられているメリットである。 

●能力や人となりをよく知った上で採用できるので、採用ミスが少ない

即戦力を確保することと並んで、多くの企業が非正規社員からの正社員登用のメリット

として感じているのは、「能力や人となりをよく知った上で採用できるので、ミスマッチ

が少ない」という点である。与えられた業務に精通している非正規社員の中から、一定の

評価を得た人を選抜して正社員に登用するため、いわゆる「採用ミス」が起きる可能性が

低いというメリットがある。

●正社員登用というしくみが、非正規社員の目標となり、モチベーションを高める効果

がある

ヒアリング調査を実施した企業では、非正規社員からの正社員登用というしくみを導入

すると、自社の非正規社員のモチベーションが高まるという効果を実感している企業が多

い。正社員への登用が、非正規社員の目標になることで、モチベーションを喚起するので

ある。 
非正規社員のうち、正社員を目指す人は、相対的に目的意識が高い人が多い。その意味

で、それらの人たちのモチベーションを高めることは、企業にとって大きなメリットであ

る。 
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●採用コストが少なくて済む

非正規社員の正社員登用は、自社内部からの人材調達である。そのため、求人広告など

の費用が必要ない。また、先にふれたように、人物をよく知った上での採用なので、ミス

マッチが発生する確率が少なく、採用後の定着も良い。採用のやり直しなどにかかるムダ

なコストも削減され、企業にとってメリットが大きい。

●未経験者に比べて登用者にかかる教育コストは、少なくて済む

自社での勤務経験を持つ非正規社員を正社員に登用することで、教育コストが少なくて

済むことを、経営メリットとしてあげる企業が多いことも事実である。確かに、未経験者

に対し、一から仕事を教えるようなことは、登用者には必要はない。しかし、ヒアリング

調査を実施した企業は、おしなべて、正社員に登用した後も、必要な教育を行い、自社の

求める人材レベルにまで育成する取り組みを行っている。従って、ここでいう教育コスト

とは、「“未経験者”を一から育てること”と比較した場合、登用者にかかる教育の手間

やコストは少なくて済む」という限定的な意味であることを断っておきたい。非正規社員

からの登用した後も、必要な教育は徹底して行い、自社の求める人材へ育成する取り組み

は必要なのであり、単純に、「非正規社員からの正社員登用は、教育コストが少なくて済

む」ということにはならない。

●自社の経営目標を達成するための人材基盤を確立することができる

ヒアリング調査を実施した企業は、人材基盤を強化することで、顧客や取引先からの評

価を高めている。顧客や取引先の評価の高まりは、自社の業績向上に直結するだけに、人

材基盤の強化は、自社の経営目標の達成を実現するため必要条件であると考えられる。

ヒアリング調査を実施した企業にとって、多様な経歴や価値観の若者を対象に募集・採

用し、人材基盤を確立していくステップは、自社の経営目標を達成していくための必要不

可欠な取り組みである。
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(3)企業事例

事例 No 事例の概要 設立 業種 従業員

事例１ 経歴にとらわれない人物本位の採用と、入社後３ヶ月にわた

る研修で、自社の求める人材を確保

昭和

58年

システム開発 約 700

事例２ ニートを自社の基幹社員に育成した“適性を活かす”人材育

成プロセス

昭和

54年

ビルメンテ

ナンス

約 360

事例３ 前職などの経歴を問わない中途採用で、若年人材を確保 昭和

24年

工具製造 約 900

事例４ “専任採用担当者”の設置や人材育成機関の整備により、人

材確保難に対応

昭和

46年

システム開発 約 1,600

事例５ 面接時に就業規則の内容を詳しく説明することで、入社後の

ミスマッチを防ぎ、高い定着率を実現

昭和

46年

システム開発 約 170

事例６ 中途採用に対する自社の理念や社風についての教育で、全社

的な価値観の共有化を図る

昭和

47年

機械メンテ

ナンス

約 360

事例７ 面接時に応募者に現場を見せ、その上で採用するプロセス

で、高い定着率を実現

昭和

20年

倉庫・物流 約 150

事例８ アンケートや自己申告書で、社員の様子の把握に努めること

で、高い定着率を実現

昭和

29年

卸売業 約 100

事例９ 中途採用の唯一の募集条件は「未経験者であること」。未経

験者を独自の育成ノウハウで、効率的に戦力化

昭和

49年

印刷業 約 50

事例 10 正社員登用後の研修や、評価・処遇の工夫によって、定着率

を高める

昭和

32年

衛生検査所業 約 800

事例 11 期間社員からの正社員登用を積極推進。ミスマッチが少な

く、定着率が高いというメリットを実感

昭和

19年

部品製造業 約 1,500

事例 12 アルバイトからの正社員登用を見据え、アルバイト採用のプ

ロセスを改善し、採用効率を向上

昭和

25年

FC 事業 約 400

事例 13 気軽に応募できる契約社員待遇で、人材を確保。適性を見極

めた上で正社員へ登用

昭和

42年

店舗サービス 約 380

事例 14 正社員登用希望者を増やすために、正社員の待遇改善と、働

き方のニーズに対応できる複数のキャリアコースを用意

昭和

39年

飲食チェーン 約 600

事例 15 アルバイト採用時の仕事体験で、ミスマッチを解消。定着率

が良く勤続年数の長いアルバイトから、信頼できる人材を正

社員へ登用

平成

13年

特殊化学材販

売サービス

約 30

※従業員数は、非正規社員数を含むものと含まないものがあります。
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事例１（システム開発Ｓ社）

経歴にとらわれない人物本位の採用と、入社後３ヶ月にわたる研修で、自社の求める人材

を確保

【企業データ】

設 立：昭和 58年

資 本 金：約 15 億円

従業員数：約 700 名

【概 要】

Ｓ社は、携帯電話や Web アプリケーションシステムなど、一般消費者向けの ITシステム

の開発に向けたコンサルティング、設計、プログラム開発業務を事業の柱としている。

技術者不足を背景として、２００６年から、フリーターを含む２９歳程度までの未経験

者も応募可能とした第二新卒者の募集を開始。学歴や経験などを問わず、「相手（顧客）

の立場に立って考えることが出来る」サービス業に従事する者としての資質を重視した人

物本位の採用を行っている。これまで１２０名の未経験者（21歳～29 歳）を採用した実績

がある。

採用後は、３ヶ月におよぶ新入社員研修を行うなど教育に力を入れ、技術面だけではな

く、社会人としてのチームワークやヒューマンスキルを徹底して学ばせることで、サービ

ス業を体現できる人材を着実に育成し、顧客からも自社の人材について高い評価を得てい

る。

また、新入社員研修で築かれた人間関係や、入社後１年～３年の社員が進入社員をマン

ツーマンで指導するチューター制度は、社員の定着率向上に大いに貢献している。

■ 自社内での技術者育成を目指し、第二新卒者の募集を開始

Ｓ社が、第二新卒の募集に踏み切ったのは、技術者不足が背景にある。「これまでパー

トナー企業から、技術者を派遣してもらっていたが、自社の社員が教えながら仕事をしな

ければならなかった。であれば、未経験の人を採用し、自社で育てていった方が会社の利

益につながる」という判断で、２００６年１０月から、第二新卒の募集を開始した。これ

までに、２１歳～２９歳の未経験者をこれまで１２０名を採用している。

なお、同社では、第二新卒の募集と並行しながら、中途採用の募集も行っていた。しか

し、２００７年になると、業界内で、業界経験者の獲得競争が激化。中途採用のコストが

上昇したことをうけ、同社では、この年度で、一旦中途採用を中止。新卒と第二新卒に絞

って、募集を行うことにした。
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■ 社内の負担減と顧客のニーズに対応するため、即戦力となる経験者の中途採

用を再開

新卒と第二新卒に絞った採用の結果、従業員全体に対する未経験者の割合が高まった。

現場も教えるだけで手一杯という状態になり、負担感が増してきた。加えて、顧客からも、

少数精鋭でのチーム編成で、要員コストの削減を望む声が強まってきたため、同社では、

中止していた経験者の中途採用を再開した。

このように、Ｓ社では、その時々の、社内外の状況をにらみながら、柔軟かつ、臨機応

変な採用戦略を採っている。

■ 人物本位の採用方針が、柔軟かつ臨機応変な採用戦略を可能に

「技術は、時間があれば身につくが、サービス業の精神は、努力で身につくものではな

く、“資質”による部分が大きい」と同社では考えている。そのため、新卒か第二新卒か、

どの学校を卒業したか、経験があるかないか、という経歴よりも、「相手（顧客）の立場

に立って考えることができる」というような、“サービス業としての資質”を持っている

かどうかを重視した、人物本位の採用を行っている。

同社が、柔軟、かつ臨機応変な採用戦略を採りながらも、質的にブレない採用ができる

のは、「自社は、どういう人材を必要としているか」という定義づけが明確になっている

ことが背景にあると考えられる。

＜経歴よりも、人物本位の採用＞

■ 目標達成意欲が強い「第二新卒者」。この会社で絶対成功しようという覚悟

ができている「中途採用者」

「第二新卒者にはプロミュージシャンを目指していた人や、公務員を目指していた人な

ど、ある“志”を持ちながら、新卒で就職しなかった人も多い。そうした人は新卒者より

サービス業の資質を持っていること

採 用

第二新卒 新卒 中途採用
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も目標達成意欲が強いように思うし、真っ白ではないが、限りなく色に染まっていないの

で、教育の仕方によっては、自社にあった人材に育てることができる」「中途採用者は、

他社で数年社会人経験をしているので、マナーや仕事の流れを習得するスピードが速い。

また、絶対この会社で成功しようという覚悟が強い」と、同社では、第二新卒、中途採用

者を募集対象とすることにメリットを感じている。一方で、「年齢」や「これまでの経験」

にこだわり、新卒者と協調できないなどのデメリットもあるというが、仮にそうした問題

を抱える人を採用した場合でも、同社の新入社員研修のプロセスの中で、徐々に考え方を

変えていけるという。

■ 新入社員研修は、年４回開催。研修期間は３ヶ月におよぶ

同社の新入社員研修は、４月、７月、１０月、１月の年４回、開講する。新卒者は、４

月の回に参加し、そこから３ヶ月間が研修期間。第二新卒者や中途採用者の場合は、入社

のタイミングに合う回に参加することになる。第二新卒者や中途採用者も、仮に４月入社

のタイミングで採用されれば、新卒と一緒に研修を受けることになる。年４回、新入社員

研修を開催することで、第二新卒や中途採用者でも、入社のタイミングに合わせて新入社

員研修をスタートから受けられるというメリットがある。また、会社にとっても、採用時

期や研修時期が定期化するため、募集・採用や、入社後の教育にかかる手間が軽減される

メリットもある。

■ 技術面だけでなく、チームワーク、ヒューマンスキルを徹底育成する研修ス

タイル

受講者は、一組５～６人のグループに分けられ、研修に臨む。同社の業務はチーム制が

基本なので、研修によって、お互いに助け合い、協力し合うという、チームでの仕事の進

め方に慣れさせるというねらいがある。３ヶ月の研修期間中、このチームの編成は何度か

変更されるが、これは、いろんな人とコミュニケーションをとってもらう機会を作るとい

う目的からである。同社では、ここでできる人間関係は、社員にとって、その後の大きな

財産となると考えている。この研修で、新卒者、第二新卒、中途採用者という経歴の違い

を超え、“同期”としての絆が築かれる。

研修の最初の３日間は、「社会人マナー研修」にあてられる。外部の講師に依頼し、発

声、あいさつ、名刺交換、お茶の出し方、上座・下座のルールなど社会人としての基本や、

仕事についての考え方や意義について十分に教育する。その後は、自社内の講師による「経

営理念、社員心得」に基づいた研修となる。サービス業として必要な“相手の立場に立つ”

ことの重要性や、チームとして仕事を進める上で大切な“仲間を祝福する”ことなど、Ｓ

社の言葉を借りれば“理屈ではなく、体に叩き込む”研修となっている。この時期は、同
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時に技術面の教育も実施する。個人課題も与えられ、新入社員にとって、新入社員研修の

３ヶ月間は、まさに教育漬けの毎日となる。技術面だけでなく、社会人としての、チーム

ワークやヒューマンスキルを徹底して身につけさせる内容の研修となっている。

クライアントからも「Ｓ社の社員は皆元気がよく、よいあいさつができる、いい意味で

異色のシステム開発会社」と評価されているように、「サービス業」を体現する人材を育

成するという目的は、確実に成果に結びついている。

■ 研修効果の確認と動機づけのための中間発表会や成果発表会

研修開始から１ヶ月後、中間発表会を開催。グループごとに、これまで研修で学んでき

たこと、研修によって気づいたこと、などを役員に向かって発表する。

また、研修開始から３ヶ月後は、成果発表会として、中間発表会同様、グループごとに

プレゼンテーションを実施。これからの意気込みや、決意表明を行う。こうした場は、企

業側にとって、研修の内容を受講生がどのように咀嚼したかを確認する場となるうえに、

受講者自身の仕事に対するモチベーションを高めるという効果もある。

■ ３ヶ月の新入社員研修が、社員の定着率向上に寄与

Ｓ社の退職率は会社全体で、年に１０％程度。入社後、３年以内の離職率でみると、７

～９％となっている。一般的に“七五三現象”*1 と言われる入社後３年間の離職率と比べ

て、極めて低い率となっている。「離職率の低い要因を考えると、やはり、入社後３ヶ月

に渡って実施する研修が大きいと思う。働く目的や仕事の楽しさ、仲間の大切さを、理屈

ではなく、体で実感したことが、いい意味で影響しているのではないか」と人事担当者は

分析する。また、「落ち込んだり、モチベーションが低下した時など、研修でできた仲間

が、お互いに助け合ったり、支援しているようだ」というように、３ヶ月間共に研修で学

んだ仲間が、落ち込んだ時に、大きな心の支えとなっている。

*1七五三現象：入社後３年間の離職率が統計的に中卒者で７割、高卒者で５割、大卒者で３割であることから、若者

の早期離職の傾向をそれぞれの割合をとって、七五三と表現している。

■ チューター制度が、新入社員の悩みの受け皿に

Ｓ社は、入社後１～３年の社員が、新入社員をマンツーマンで指導する“チューター制

度”を導入している。指導期間は、概ね一年程度で、前年入社した社員が、教える立場に

なるケースもあるという。「教える作業も個人のスキルアップになる。役職になったとき、

部下を育てる使命もあるので、トレーニングとしての目的もある」というように、指導力

を育成するという目的も合わせ持っている。現場の負担については、「余力のある人間が
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チューターを担当するなど、柔軟に運用している」ため、現場では、さほど負担感を感じ

ずに同制度が運用されている。

「プライベートの悩み、人間関係の悩みなど、一番近い人に相談しているようだ」と、

人事担当者も認識しているように、新入社員のさまざまな悩みの受け皿としての役割をチ

ューターが担っている。

先にふれた新入社員研修同様、このチューター制度も、新入社員の定着率向上に効果を

あげているようである。
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事例２（ビルメンテナンス業Ａ社）

ニートを自社の基幹社員に育成した“適性を活かす”人材育成プロセス

【企業データ】

設 立：昭和 54年

資 本 金：約 9,500 万円

従業員数：正社員約 60名

契約社員約 300 名

【概 要】

Ａ社は、昭和 54 年設立。建造物等の清掃・メンテナンス、警備等を総合的に請け負う企

業である。

同社は、バブル期に求人難に直面したが、その時代の採用・育成に係わる経験の積み重

ねが、職務経験のない人材を採用し、育てるという自社の人材育成ノウハウとなっており、

典型的なニートといわれる人材２名を、自社の中核的人材に育てた実績を持つ。具体的に

は、社内の各管理職に預け、各部署にローテーションで配置し、本人の興味や各管理職か

らの評価を集め、適性を見極めた。また、他の社員の理解を得るため、２名の業務日誌を

社内で公開することで、２名が行う業務について周囲の理解を得られ、他の社員とのコミ

ュニケーション向上にも役立てることができた。

■ 全く業務経験のない“ニート”を２人採用

同社では、取引先の紹介で２００３年に、無職で、かつ、職業経験がない、２２歳と、

２３歳の男性２名を面接、採用した。

この２名の男性は、仕事をせず、学校にも行かず、自宅でゲームやインターネットばか

りして暮らしている、いわゆる「ニート」であった。面接をしたものの、極度に緊張した

り、話の内容が偏るなど、コミュニケーションに難があることが一目でわかる状態であっ

た。但し、不器用ながらも何とかして仕事をしようという熱意のようなものが感じられた

ため、採用を決定した。

採用を決定した背景の１つには、「ビルメンテナンスという労働集約的な業務を長期に

わたって行ってきていることで、バブル期の人材難を何度も経験しており、多少の欠点の

ある人材でも、時間をかければ活用できる」という自信があったから採用に踏み切ったと

いう。
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■ まず、何ができるのか、適性は何なのか、を見極めた

同社では、この２名については、「仕事ができないことを前提として、その中でできる

ことを見出す」という方針で配置と教育を行った。

具体的には、社内の各管理職に預け、各部署にローテーションで配置、本人の興味を見

るとともに、各管理職からの評価を集め、適性を見極めたという。同社が最初にこの２人

の適性を見極めようとしたのは、同社が過去に何度も求人難を経験していたことが背景に

ある。「とりあえず来てくれる人間を確保し、その後に本人の資質を見てできる仕事をや

らせるというような経験を何度もしていた」ことが、職務経験のない人間を育てる場合に

有効だという経験則があったからだ。

結果として、一人はＩＴに関係する仕事に熱意を見せたため、社内システムの構築と、

事業に関するインターネット上からの情報収集の業務に配属した。もう一人は、自社保有

の不動産管理（補修の手配等）の業務に配属した。

■ 仕事に慣れ、自信がついてくると、不得意なこともできるようになってきた

コミュニケーションに難があり、直接顧客と交渉するような仕事は不向きだった二人だ

が、それぞれ興味や適性が合う仕事や職場で、仕事に慣れ、徐々に自信をつけてきた。一

旦自信が付くと、不得意だったコミュニケーションについても、業務に支障がない程度に

こなせるようになり、外部の取引先、協力会社ともやりとりできるようになるまで成長し

た。

■ 興味がある分野、得意分野は、更に能力を伸ばす環境を作った

教育については興味分野、得意分野を更に伸ばすことも意識した。自社保有の不動産に

インターネット環境を整備する際には、外部のＩＴコンサルタントのアシスタントに、こ

の２名をつけ、コンサルタントから直接指導を受けられるような環境を作った。

このＩＴコンサルタントは、単なるＩＴの知識だけでなく、どのように勉強をしてきた

のか、自身をどうやってコンサルタントになるまで成長させたのかといった点についても、

アシスタントとしてついた２人に指導してくれたという。こうした環境下で仕事を学ぶ機

会を与えられた２人は、大きく刺激を受け、仕事に対するモチベーションがより高まった。

■ 同僚社員の理解を得るために、業務日報を公開

２人をＩＴコンサルタントのアシスタントにつけたことには、他の社員から見ると、「特

別扱いの感を抱くかもしれない」と考えた同社は、他の社員の理解を得るため、２人の業
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務日報を公開することにした。他の社員からは、わかりにくい業務であるため、「仕事を

していないのではないか」という目で見られがちであることに対応し、２人の日々の日報

を、他の社員にも見られるようにしたという。こうしたことで、この２人の業務を周囲が

理解するようになった。２人に対する周囲の理解が深まるにつれて、２人と他の社員のコ

ミュニケーションも高まるという効果も生まれたという。

■ 高い企業ロイヤリティで、現在も活躍

２００３年に採用された当時「ニート」の２人は、２００８年現在も同社で正社員とし

て、それぞれの業務に精力的に取り組んでいる。「ニートといわれる方は、コミュニケー

ション力に難がある分、自分を理解してくれ、自身の居場所と感じた場合には高いロイヤ

リティを示す傾向がある。」「２人は我が社での仕事を自身の居場所と感じている様子で、

突出した企業ロイヤリティを持ち、そのことが仕事への責任感の強さにつながっているよ

うだ」と、それぞれの業務において、他の社員と比較しても高いロイヤリティと責任感を

見せ活躍する２人を、同社では高く評価している。

■ 将来の求人難に、この経験とノウハウを活かす

「今後は、慢性的な求人難を予想している」とＡ社の経営者は言う。慢性的な求人難時

代を迎えた際、「例えニートでも、職務経験がなくとも、やり方次第で、十分に戦力化で

きることを確信できた経験」をしたことを、同社では大きな強みととらえている。

同社では、非正規のアルバイトが圧倒的多数を占める業務部門についても、今後は正社

員化の道筋を明確にし、人材確保の意味も含めて積極的な正社員化を図っていくことを計

画するなど、多様な人材の採用に積極的な姿勢を見せている。

その際も、この２人の採用と育成の経験から得られたノウハウは、同社において大いに

活用されるものだろう。
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事例３（耐摩工具製造業Ｆ社）

前職などの経歴を問わない中途採用で、若者人材を確保

【企業データ】

設 立：昭和 24年

資 本 金：約 9,600 万円

従業員数：約 900 名

【概 要】

Ｆ社は、超硬合金製の耐摩耗工具の製造会社である。ダイス・プラグをはじめ、粉末成

形金型、半導体製造装置用工具、ガラスレンズ成形金型用工具などを世に送り出してきた。

同社では、新卒採用の他、中途採用にも力を入れている。同社は、人材を確保するため、

中途採用者については前職や学歴などの経歴は一切問わない。基本的な加工のプロセスや

機械の操作方法を知っている、図面がある程度読めるなど、「ものづくり基礎力があるこ

と」を満たせば、フリーターや既卒者についても採用する。採用後は、毎朝の研修によっ

て、自社の経営理念の浸透を図る。中途採用者の定着率向上に有効だという。

■ インターンシップ制で新卒採用に注力

毎年、高卒、高専卒を中心に２０名ほどの新卒採用を行っている。最も採用に力をいれ

ているのが、各工場における生産技術者や現場作業者であり、採用者の配属先も各工場が

ほとんどである。

同社ではインターンシップ制をとっており、各工場独自に、近隣の高校や高専から学生

を受け入れている。さらに、工業高校における企業実習の受け入れも積極的に行っており、

日頃から、地域社会との連携を図っている。そのため、同社のものづくりの内容を十分理

解したうえで、同社を第一希望として入社してくる学生が多いことが特徴である。

さらに、地元志向が強まっており、地元の学校を卒業し、地元の企業に就職したいとい

うニーズが高まっている。これらの状況から、同社の新卒採用者の定着率は非常に高い状

況になっている。

■ ３５歳以下の人材を中心に、中途採用も積極的に行う

新卒が採用の中心であるが、景気の状況が良いため、合わせて中途採用も積極的に行っ

ている。昨年の実績は３０名であり、そのほとんどが、各工場における現場作業者である。

中途採用においては、ハローワークを中心に募集を行っている。工場が地方に配置され

ているため、ハローワークが最も有力な募集媒体でもある。
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工場の現場作業者の募集が中心であるが、実際に応募してくる方も３５歳くらいまでの

男性がほとんどであり、その点では、募集と応募のミスマッチは生じていない。

■ 中途採用では、前職などの経歴は問わない一方、「ものづくり基礎力」があ

ることが条件

採用にあたっては、前職などは特に問題にしていないが、応募するにあたっては、技能

訓練校へ通うなどの意欲を見せて欲しいと考えている。

入社後、各工場でＯＪＴを実施しながら現場作業を身につけてもらっているが、入社に

あたっては、基本的な加工のプロセスや機械の操作方法を知っている、図面がある程度読

めるなどの「ものづくり基礎力」は必要であると考えている。この点が、新卒と中途の採

用における大きな違いである。

長い間フリーターであっても、「工場で、ものづくりがしたい」という意欲を持ち、職

業訓練校へ通って技能を身につけた若者を採用した実績もある。

■ 経営理念の浸透を図り、社員の高い定着率を実現

同社では毎朝、「倫理道徳」や「コンプライアンス」を内容とした研修の時間を設け、

同社の経営理念を学ぶ場としている。

企業の経営理念を全社員に浸透させることは難しいと思われるが、同社では、この研修

を通じ、毎日少しずつ、経営理念を全社員に浸透させる仕組みをつくっている。

「新卒はもとより、中途採用であっても、社員の定着率が高い。その高さの秘訣が、全

社員が同社の経営理念を理解したうえで働いているから」と、同社では毎朝の研修の成果

を実感している。
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事例４（システム開発Ｔ社）

“専任採用担当者”の設置や人材育成機関の整備により、人材確保難に対応

【企業データ】

設 立：昭和 46年

資 本 金：約 1億 8,000 万円

従業員数：約 1,600 名

【概 要】

Ｔ社は顧客の情報化戦略と技術戦略をサポートするサービスを提供する企業である。官

公庁・医療機関、各種民間企業に対し、最適なソリューション提供やアプリケーションソ

フトウェアの受託開発、自動車・航空機・産業機械等の設計・開発、自動車・デジタル家

電等の組込系プログラム開発のほか、高いスキルを必要とされる金融システム構築の支援

を行う事業を展開している。これら２つの分野を事業の柱に、同社は特定の系列に属する

ことなく独立したアプローチで、広範な顧客からの信頼を獲得してきた。

同社では、採用激戦区での人材確保戦略として中途採用にシフト。平成１９年からは、

フリーターや既卒者も募集の対象に加えた。同社は、Web 等での募集における中途入社社員

インタビューの掲載などのサイトの工夫や、全国で１５人の専任採用担当者を配置するな

ど、採用活動の改善に取り組んでいる。加えて、自社専用の研修施設を全国に設置するな

ど、入社後の人材育成にも力を入れている。

■ 全国で１５人の専任採用担当者を設置

Ｔ社では、通年にわたる採用活動専門に取り組む採用担当者を設けている。学校訪問、

企業展参加、選考、会社説明会の進行などが、採用担当者の主な役割である。専任の採用

担当者を設けたことについて、「兼任とは違う安定した採用力が実現できている」と同社

では評価している。また、専任制を採ることで、「採用に関するノウハウの蓄積も期待で

きる」という。

同社では、専任の採用担当者を設置する際に、「採用担当者間でぶれないように、統一

した募集内容や採用基準を共有するように注意している」とし、特に、採用基準は、「社

内で定期的に会議を開き、採用担当者間でブレが出ないように、統一を図っている」とい

う。

「当社の規模で、１５人の専任制の採用担当者の設置は珍しいこと」というように、同社

がいかに人材の確保に力を入れているかがうかがえる。
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■ 幅広い募集メディアの活用と工夫

Ｔ社のホームページの募集ページには、数十人に上る中途入社社員のインタビューが実

名入りで載っており、社員の自筆による生の声を読むことができるようになっている。ま

た、社長インタビューのコーナーもあり、「当社の社風や当社に入社するメリットを理解

することができるように工夫している」というように、できるだけ自社のそのままの姿を、

伝えようと工夫している。

また、多くの求人サイトを活用することによって、「当社の魅力が求職者の目に触れる

機会を増やしたい」と考えているという。

■ 平成１９年より、フリーターや第二新卒を意識した募集も開始

Ｔ社の募集では、募集対象の制限はしていない。しかしながら、募集する職種は、一定

の職務経験が求められるため、実際には、いわゆるフリーターなどの応募はほとんどなか

ったという。しかし、技術者が不足していることや、比較的低スキルでも対応可能な派遣

事業の展開を図っていることもあり、同社では、平成１９年から、特にフリーターや既卒

者を意識した求人を始め、初年度は１０人程度のフリーターや既卒者を採用したという。

採用者の主な職務内容はイントラやネットワークの運用監視であり、当社で研修を受け

た後、企業に派遣される形態である。

■ 採用難に対応するため、採用した人材の質を高める「人材育成力」の強化に

取り組む

人材ビジネスの色彩が強いＴ社の事業展開には、質量の両面で適切な人材の確保が不可

欠である。やや冷え込んできたとはいえ、同社所在地の景況は全国中で最も堅調であり、

人材不足で求人難の傾向が強い。全国に採用の網を広げてはいるが、本社のある地域は、

ネームバリューのある製造業が多く、同社にとって、人材の確保は厳しい状況であるとい

う。また、同地域には工学系の学校が少なく、工学系の人材を求める同社にとっては、さ

らに厳しい環境であるという。その中でブランドイメージの高い一流企業と争って優秀な

人材を確保するのは困難であるため、量を確保しつつ、採用した人材の質を高める「人材

育成力」を強化することが極めて重要になってくる。

そうした問題意識のもと、同社は社員の教育システムの強化を目的に、「キャリアセン

ター」を開設。日々複雑化・高度化する技術力やビジネススキルに合わせ、「機械系」「電

気・工学系」「組み込み系」「IT・インフラ系」「ヒューマン系」「資格対策」「その他」

の７つの系統に分かれた研修コースを用意。自社独自の研修制度により、公的及び関連資

格取得を奨励するなどの自己啓発のバックアップを行っている。
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■ 個人のキャリア開発の希望に則した配属により、人材の定着を図る

同社では、育成した人材の定着率を上げることも重要な課題であるととらえている。会

社全体で見た場合、平成１９年度の離職率は約１０％と、人材の移動が激しい業界の中で

は、比較的良好な数字だと言える。また、平成１９年度に入社した新卒者の 1 年後の離職

率は約２％で、入社後３年間の退職率でも、５～１０％と低い数値である。同社では、離

職率の低さについて、「採用選考の際に本人の希望を確認し、極力、本人の意向に応じた

配属を行っている。個人のキャリア開発上の希望にできるだけマッチした配属を行ってい

ることも、定着率の高さに寄与しているのではないか」と分析している。
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事例５（システム開発Ｎ社）

面接時に就業規則の内容を詳しく説明することで、入社後のミスマッチを防ぎ、高い定着

率を実現

【企業データ】

設 立：昭和 46年

資 本 金：約 7,000 万円

従業員数：約 170 名

【概 要】

Ｎ社は、オフィスの総合商社として業務をスタートし、その後、ソフトウェアの開発・

システム設計・運用から、ヘルプデスク・データセンターまでサービスの多様化を進め、

業務の拡大を図ってきた企業である。

クライアントのニーズを汲み取り、その業務分析をしたうえで、ソリューション提案を

行っている。主な提供業務は、①ＩＳＰサポート事業、②通信機開発事業、③システムサ

ポート事業、④テレマーケティング事業、⑤ソフト開発事業、⑥スタッフサービス事業で

あり、その事業形態としては、人材派遣と業務請け負いが約半々である。

同社では新卒の採用活動では、大手企業に負けてしまうため、中途採用（フリーターも

含む）に力を入れることによって、人材の確保を図っている。採用面接で、就業規則を詳

しく説明することで、自社の社風についての理解を促すなど、採用後のミスマッチを防ぐ

工夫を行っている。

■ 大手企業との人材獲得競争に負け、新卒採用が計画どおりに進まない

同社では、毎年１０名の新卒採用を目標に掲げ、新卒採用を行っている。しかしながら、

ここ３年間の採用実績は、今年が６名、昨年が４名、一昨年が３名となっており、目標達

成できないことが悩みである。

大半の学生は大手企業に優先的に採用されてしまい、同社への就職を希望する生徒は少

ないというのも現状である。

■ 常時行う中途採用。経歴は問わず、本人の「やる気」を重視した採用

新卒採用がなかなか計画どおりに進まないこともあり、同社の人材確保ルートとして、

中途採用枠は重要な位置づけとなっている。

中途採用については、ハローワークを通じて常時行っており、昨年は２１人の採用実績

がある。スタッフサービス部門は、女性が多く、結婚退職などを理由に退職する人が多い
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ため、欠員分を常時補充していく必要がある。同社では全て正社員として雇用しているた

め、必要以上の人員を確保しておくという訳にはいかない。そのため、人員の不足が生じ

た都度、募集をかけながら、派遣元に対して欠員が出ないような人員体制を保つことが、

同社の課題となっている。

中途採用において、同社は、ある程度のパソコンのスキルと積極性を採用基準としてい

る。加えて、３５歳前までの年齢で、ある程度の実務経験があるとより良いとのことであ

る。

これまでに、フリーターであった若者の採用実績もあり、過去の職歴ではなく、本人の

「やる気」を重要視した採用を行っている。

■ 採用面接の段階で就業規則を詳しく説明。「入社後のミスマッチ」を防ぎ定

着率を高めることがねらい

採用時の面接においては、「就業規則の内容を細かく説明する」という。「就業規則に

は、自社の経営理念や人材に対する考え方が凝縮されており、これを詳しく説明すること

で、自社の業務内容だけでなく、社風まで感じてもらい、納得した上で入社してもらいた

い」というねらいがある。応募者一人ひとりに、就業規則をすべて説明することで、応募

者が「入社後、具体的にどのように会社で扱われるのか、社員に対する会社の姿勢を感じ

ることができる」という感想を持つという。最初から最後まで、就業規則を丁寧に説明し、

質問があればそれに答えるということを、どの応募者に対しても、時間を掛けて行ってい

る。この取り組みは、応募者からも評判が良く、採用後は、当初のねらいどおり、同社の

定着率の高さにつながっているという。

就業規則を応募者に詳しく説明し、自社への理解を深めてもらおうという取り組みには、

「入社後のミスマッチを防ぐ」という同社の強い思いが表れている。

■「コミュニケーション」に着眼した取り組みで、社員の定着率を高める

入社前の就業規則についての詳細な説明。入社後の社内行事の実施など、同社では、入

社前から入社後に至るまで、「コミュニケーション」に着眼している点が特徴的である。

コミュニケーションに着眼した取り組みが、社員の定着率を高めていると言えそうだ。
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事例６（機械メンテナンス・製造販売Ｈ社）

中途採用に対する自社の理念や社風についての教育で、全社的な価値観の共有化を図る

【企業データ】

設 立：昭和 47年

資 本 金：約 6,000 万円

従業員数：約 360 名

【概 要】

Ｈ社は大手電気メーカー関連企業である電子部品加工装置製造・販売事業者の１００％

子会社としてサービス部門を分離・独立する形で昭和４７年に設立された。

大手企業の系列会社ではあるが知名度は高くないため、新卒の獲得競争では苦戦を強い

られている。そのため、即戦力となる中途採用者の確保に力を入れている。中途採用者の

唯一のデメリットとして、「自社の歴史や社風についての理解が薄く、価値観を共有しづ

らいこと」と認識。中途採用者に対する自社の歴史や社風の教育に力を入れている。また、

中途採用者であろうと、能力に応じた公平な処遇を行っているため中途採用者の定着率は

高い。

■ 新卒の確保が難しいことを背景に、中途採用を積極的に行う

同社では、毎年新卒者を定期的に採用するのと並行する形で、年間を通して中途採用を

行っている。とくにここ数年は、中国での電子部品加工装置販売数が急速に伸長したため、

海外でアフターサービスの作業を行うことができる即戦力となる技術者を多数確保する必

要に迫られており、積極的に中途採用を増加させている。この数年は中途採用者の数が新

卒採用者数を上回っている。また、２００９年度も中途者を多く採用する見込みとなって

いる。

同社が技術者の中途採用を積極的に実施している背景には、ここ数年、新卒者の確保が

困難になっているという理由がある。大手企業の系列会社ではあってもネームバリューの

点で劣る、そして、「何をやらせてもらえる企業なのか。どう自分の力を発揮できるのか」

といったイメージが湧きにくいなどの点から、学生の目には必ずしも魅力的な企業にうつ

らず、志望者を集めることに苦労しているのが実情である。

一方、中途採用者は「この会社で自分のもつ経験や技術をこういった形で活かしたい」

というように目的が非常に明確であるため、ネームバリューにこだわりを持たないケース

が多く、相互のニーズが合致すれば比較的容易に採用に至る傾向にあるという。
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■ 中途者の採用の要件は“即戦力”

中途採用者の採用の経緯は、人材会社の媒体を通じての応募が６～７割を占め、３～４

割は自社のホームページ閲覧による応募となっており、履歴書・業務経歴書などの書類選

考を経て面接を実施する。英語や中国語など、語学が得意な、既卒者の応募も多い。

前述のとおり海外（現在は主に中国）に出張して現場で戦力となる人材の確保に迫られ

ているという理由から、企業として中途採用者の語学力や技術力に関してはある程度高い

ものを要求するとともに、素質の面では順応性が高く臨機応変にものごとに対処できるか

といったことを重要視しているという。

■ 中途入社でも組織に馴染みやすい社風と、処遇制度

１０～１５名の中途採用者のうち、およそ８割程度が３５歳未満の若年層となっている。

同社では設立当初から人数は現在より少なかったものの中途採用を実施しており、企業に

とっても、受け入れる側の従業員にとっても中途採用に抵抗感や違和感は全くないという

風土が醸成されている。

中途採用後の賃金は、入社時は同年代で新卒採用として入社した者より低く設定されて

いるものの、入社以降は、本人の実績に応じて評価される仕組みを導入しており、中途採

用者であっても実績により部課長に昇進している人材も多数存在する。

■メリットが多い中途採用。唯一のデメリットは、中途採用者の、自社に対す

る理解の不足

同社では中途採用のメリットとして、「①即戦力となる人材を確保できること」、「②

採用する側と採用される側のニーズが明確でミスマッチが少ないこと」、「③工作機械業

界が不況で採用を減らした際の年齢層の穴を埋めることができる」の３つをあげている。

そのうち、特に、「②採用する側と採用される側のニーズが明確でミスマッチが少ないこ

と」については、中途採用のメリットとして、強く実感しているという。

一方で、唯一、同社が中途採用者のデメリットとして認識している点は、「大手電機メ

ーカーを頂点として築き上げられた企業グループ独自の社風についての中途採用者の理解

が不足しているということ」だという。

この点に関して、同社では、これまで何も手立てを行っていなかったが、やはり何らか

のフォローは必要だろうという反省から、２００６年度より中途採用者向けに２時間程度

の研修を実施している。総務部のスタッフが講師となって年に２回程度、企業グループの

歴史や独自の精神について講義を行い、意識の共有化を図る努力を行っている。
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■ 多様な人材が活躍できる会社を志向

同社では、正社員のほか、現状１００名を超える派遣社員が業務に従事しており、中途

採用者と同様、さまざまな経歴を有する人材が多数働いている。

また、今年度は新たに日本の大学を卒業した中国人女性を採用するとともに、来年度に

向けて女性の新卒の技術者を採用する意向をもつ。「かつては年功序列型で人材の流動性

も低い社会であったが、労働市場がフリーになってきている現在の状況を非常に有効に活

用させてもらっている。今後、さらに労働市場が流動化すれば当社にとってもチャンスが

増える」と認識しているように、今後はより一層、門戸を広げ、既卒・新卒、国籍、性別

などに関係なく採用を行う体制を整え、実力があれば活躍できる会社としての魅力を高め

ていきたい意向を持っている。
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事例７（倉庫・物流Ｓ社）

面接時に応募者に現場を見せ、その上で採用するプロセスで高い定着率を実現

【企業データ】

設 立：昭和 20年

資 本 金：約 3,000 万円

従業員数：約 150 名

【概 要】

Ｓ社は、設立以来、貨物の荷役作業を一括して請け負う事業形態をとっている。

同社の主な業務は倉庫内での作業である。「重労働のイメージがある業務だからなのか、

新卒の採用に大変苦労している」という。そのため、必要な人材のほとんどを中途採用に

頼っているというのが現状である

同社では、正社員の募集にあたって、経歴などは一切問わない。自社の求める基準であ

る本人のやる気とコミュニケーション能力をクリアした人材を、幅広く採用している。面

接の際に、自社内の実際の現場作業を見学させ、納得の上入社してもらうため、入社後の

ミスマッチが少なく、定着率は極めて高い。また、契約社員の正社員登用にも積極的に取

り組んでいる。

■ 業種柄、新卒の応募が少ないため、中途採用で人財を確保している

同社の主な仕事は倉庫内での作業であるため、重労働のイメージもあってか、新卒を採

用するのが難しいとのことである。そのため、必要な人財のほとんどを中途採用に頼って

いるのが現状である。

■「本人のやる気」と「コミュニケーション能力」を重視し、資格の有無や過

去の経歴は問わない、という採用方針

同社の採用基準では、本人の「やる気」をもっとも重視している。たとえば、夏は、冷

房設備のない倉庫内での作業になるため、この「やる気」がないと仕事が続かないとのこ

とである。

倉庫内では、フォークリフトを扱う作業が発生するが、入社時においては、特に資格を

求めてはいない。入社後、社内研修・社外教習所を経て必要な免許は取得させるようにし

ている。

応募者の前歴は、トラックの運転手、肉屋の店員、飲食店の店員、カラオケ機材の営業、

フリーター、ＤＪなど、中途採用者の前職は様々である。「前職など、過去の経歴につい
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ては、その内容を全く問わない」という考えが基本にあり、本人の「やる気」と「コミュ

ニケーション能力」を見極めて、採用を行っている。応募者のほとんどが、３５歳未満の

若年層という。

「コミュニケーション能力」については、倉庫においてグループ作業を行う関係から重

視している。お客様の大切な荷物を扱っているので、倉庫内でのチームワークは必要不可

欠であるとのことである。

中途採用については、ハローワークなどを通じて常時行っており、「いつでも、だれで

も、幅広く門戸を開いています」というのが採用担当者の声である。

募集におけるこうした同社のスタンスが、結果として、フリーターを含め、多彩な若者

が就職することにもつながっている。

■ 入社前に、実際の現場作業を目で確認してもらい、現実の姿を理解してもら

った上で入社してもらうことが、高い定着率に結びつく

同社の中途採用における定着率は、ここ５年間で、約９０％という高い数値を誇ってい

る。しかし、過去においては、入社後すぐやめてしまう者が多かった時期もあった。そこ

で、５年ほど前から、面接の際に、応募者を倉庫作業の現場に連れて行き、実際の現場作

業を目で見て確認してもらうようにしている。このことにより、「口頭やパンフレットで

は伝えることのできない同社の現実の姿を伝えることができる」という。そのため、現場

作業の状況を確認、納得したうえで、「やる気」を持った人物が入社することになり、高

い定着率につながっている。

同社の採用担当者も中途入社であるため、中途採用の応募者の気持ちがよく分かること

から、始めた方法であるという。

■ 契約社員から正規社員へ登用も積極的に取り組む

同社では契約社員として働く形態もあるが、本人が希望すれば、正規社員へ積極的に登

用するようにしている。毎年、４月と９月に正規社員への職種変更届けを受け入れ、日頃

の業務態度や面接によって、正規社員へ切り替えるかどうかを判断している。昨年度の実

績として、３名（３５歳未満）が契約社員から正規社員へ切替えを行っている。

日頃の業務態度については、本社にいる現業部長自ら定期的に現場を見て周り、各作業

者の働き具合を直接確認している。このことは、正規社員を希望している者にとっては、

モチベーションアップにつながっている。
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事例８（卸売業Ｓ社）

アンケートや自己申告書で、社員の様子の把握に努めることで、社員の高い定着率を実現

【企業データ】

設 立：昭和 29年

資 本 金：約 5,000 万円

従業員数：約 100 名

【概 要】

Ｓ社は昭和２９年に設立された塗料卸売業を中心とした会社である。

同社は、中途採用を中心に人材確保を行っており、中途採用であっても経験や専門知識

の有無を問わないとしている。中途採用者の入社後の定着率を高めるため、入社３ヶ月後

のアンケートや、年２回の自己申告書を活用し、社員の様子を把握し、必要があれば早期

に手を打つなどの工夫を行っている。そうした取り組みの結果、中途採用者の入社３年後

の定着率は８０～９０％で推移している。

■ 中途採用のみで人材確保

同社では、ある程度の社会人としての一般的な常識を持つ人を採用したいというねらい

から、中途採用での人材を確保に力を入れている。同社の求める人材像は、「明るい人」

「やる気のある人」というもの。同社の取扱商品は一般的に知られているものではなく、

仕事に慣れて一人前になるまでに３年程度はかかることから、それまでの間、やる気を持

続させられる人かどうかが、採用の決め手になるということである。なお、「専門知識は、

入社後の OJT や資格取得などで徐々に身につけてくれればいい」というように、入社の段

階では、専門知識の有無や、経験は問わないとしている。

中途採用の実績は、平成１８年から平成２０年（見込み）までの間は、毎年８人程度で

ある。中途採用の内、フリーター、第二新卒、既卒者の採用は、平成１８年から平成２０

年（見込み）は、毎年３人程度となっている。フリーター、第二新卒、既卒者の採用に特

に力を注いでいることではないが、結果的に毎年、数人の採用が生じているという。

■ 中途採用者は、ハローワーク経由で確保

同社では、募集にかかるコストを抑えるため、中途採用者の募集ルートは公共職業安定

所のみとしている。本年６月からは求職者が自宅のパソコンで閲覧できるハローワークイ

ンターネットサービスを利用すると、応募者が増加した。本年入社の２人は同サービス経

由の応募であった。
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■ 入社３ヶ月後のアンケートと、年二回実施する自己申告書によって社員の様

子を把握し、必要があればすぐに手を打つことで、入社後３年間の定着率は

８０～９０％

入社後３年間の定着率は８０～９０％で、比較的定着率が高い。定着率を確保するため

に寄与していると考えられるものが２つある。

１つめは、入社３ヶ月以内に総務課が行うアンケートである。内容は、「職務環境はど

うか？」「親しい社員はできたか？」「悩みはないか？」「仕事で失敗したことがないか？」

「失敗した時には、誰かが助けてくれたか？」などである。このアンケートによって、上

司に言えないことを直接に人事部門に言うことができるため、各新入社員の実情を把握す

ることができる。

２つめは自己申告書である。これは全社員を対象に、年２回実施されるものである。社

長と役員が、直接社員と面談し、会社について感じることや、今期の成果などについて聞

いていく。この取り組みも、上司以外の者が新入社員の状況を知ることに役に立つという。
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事例９（印刷業Ｉ社）

中途採用の唯一の募集条件は「未経験者であること」。未経験者を独自の育成ノウハウで、

効率的に戦力化

【企業データ】

設 立：昭和 49年

資 本 金：約 1,400 万円

従業員数：正社員約 40名

パート他 10 名

【概 要】

昭和４９年に活版印刷業として創業したＩ社。その後、オフセット印刷に進出、現在は

３つの工場を持ち、製版やインクの調合も含めた印刷を行っている。

同社の中途採用の唯一の条件は「未経験者であること」と、経歴にこだわらない募集・

採用を行っている。こうした募集を行えるのは、自社の人材育成ノウハウに強い自信をも

っているからである。業界では、機械１台に一人の担当が普通だが、同社は、機械１台に

対して、機長とサポート役の２名を配置するという、オペレーション上の特徴を持ってい

る。この特徴を活かし、中途採用者はサポート役を担いながら、機長から手厚い指導を受

けることができるため、通常、一人前になるまでに５年ほどかかると思われる仕事を、２

年で習得するなど、短期間での仕事の習得が可能となっている。

■ 未経験者であることが、中途採用者募集の唯一の条件

I 社の従業員数は約４０名、加えてパート社員が３名、海外（ベトナム）研修生、実習生

６名が所属している。

従業員は、事務所と称される本社部門と、３つの工場に割り振られている。

本社部門には、社長、専務に加えて９名の従業員が配置され、経理、総務と生産管理を

行っている。生産管理は営業を兼ねており、常時３～５名が業務に就いている。

工場は製版部門に４名、印刷部門に３７名が配置されている。印刷部門は主として印刷

機のオペレーションが中心である。

従業員の平均年齢は、約３０歳。「同業者に比べて目立って若い」という。同業他社の

多くが、採用の対象を、経験者中心にしているのに対し、同社は、中途採用でも、業界経

験がない若い人材を中心に採用しているためである。実際、同社では募集の際に、“同業

他社での勤務経験を有していないこと”という条件のみしか示していない。３Ｋのイメー

ジが強い業種であるため、条件を指定すると必要な人員が確保できないという、背に腹は

代えられない事情も背景にある。このため、これまで正社員としての勤務経験のないフリ
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ーターの応募も少なくない。

■ 育成のノウハウに自信があるので、前歴に関係なく、必要な人数を確保し、

育てていくほうが自社の実情に合う

面接においても、前歴はほとんど意識せず、面接時の人柄を重視して採用を決定するた

め、フリーターであっても、正社員からの転職者と比べても遜色なく採用に至っている。

育成のノウハウに自信を持っているため、中途半端に前歴で区分するよりも、必要な人員

数を確保し、育てていくほうが同社の実情にあうというのが本音である。「我が社は、独

自の方法で、業務運営を行い、その中で人材育成を行っているので、同業での経験がある

ことは逆に同社の手法を学ぶことの障害となると考えている」ともいう。

独自の方法での業務運営とは、印刷機械のオペレーションの手法である。通常の印刷業

者は印刷機のオペレーションを常時１名で担当し、紙の補充等の雑用をまとめて担当する

人間を工場内に数名配置する。それに対して、Ｉ社では、機械に対して機長とサポート役

の２名が配置され、担当する。機長は主として機械のオペレーションを行い、サポート役

は雑用を行う。段取り換え等の作業は二人で協力して行っている。このような配置を行う

ことで人員は余計に必要となるが、サポート役の新人は、機長から手厚い指導が受けられ

るため、短期に成長することができるのである。「新人が機械のオペレーションを担当す

るようになるまで、他社では５年程度かかるが、Ｉ社では２年で到達する」という。

同社では、このオペレーション方法には、自信を持っており、そのために機長とサポー

ト役のペアリングに気を遣うことや、機長に対して指導方法を教育する等の取り組みを行

っている。

■ 若者に人気がない業種と言われているが、I 社の定着率は高い

印刷業はあまり若者に人気のある業種ではないという。しかし、同社では同業他社から

聞くほど離職は多くなく、２年前の工場新設の際に採用した１０名のうち、８名が継続し

て現在まで勤務している。

定着率が良い理由については、「機長とサポート役のペアリングによるオペレーション

がうまく機能しているため」と分析している。
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事例１０（衛生検査所業Ｋ社）

正社員登用後の研修や、評価・処遇の工夫によって、定着率を高める

【企業データ】

設 立：昭和 32年

資 本 金：約 5,000 万円

従業員数：約 800 名

【概 要】

Ｋ社は、医療機関から血液などの検体を預かり、検査する「受託臨床検査業務」、学校

や企業などで健康診断における検査を行う「予防医学業務」、水・食品などの安全性を検

査する「環境衛生検査業務」を事業の柱とする総合的検査企業である。

中途採用の９割以上が、自社内で働く非正規社員からの登用である。自社で非正規社員

として１年以上の業務経験を有する人を対象に、各事業所からの推薦方式で、例年２０～

３０名の人が選考を受けており、不合格者は数名程度であるが、再度挑戦することも可能

である。即戦力の人材を正社員として確保できる貴重な人材確保ルートであるとともに、

非正規社員のモチベーション向上というメリットがある。また、非正規社員の中には、自

社への理解が不足しており、そのためにモチベーションが低い人もいたことから、登用に

あたっては新入社員研修の受講を必須とし、改めて自社への理解を促し、非正規社員から

正社員への意識変革に効果を発揮している。

さらに、登用後の処遇は、同年齢の正社員の賃金の平均額を基準にしているが、その後

の人事考課の結果が高ければ賃金に反映されることとなるなど、非正規社員という経歴が

マイナスにはならない、公平な評価・処遇の仕組みをとっているため、登用を目指す非正

規社員のモチベーション向上にもつながっている。

■ 中途採用者の９割以上が、自社内で働く非正規社員からの登用

Ｋ社では、正社員として中途採用する人の９割以上が非正規社員からの登用となってい

る。

正社員登用は、自社で非正規社員として１年以上の業務経験を有する人を対象に、各事

業所が登用試験に挑戦する人を推薦するしくみとなっている。「最低でも１年の業務経験

がある人で、各事業所から推薦された人を対象に選抜するので、即戦力が期待できるとい

うメリットが大きい」というように、自社の非正規社員からの正社員登用は、人材確保の

方法としてメリットを実感しているようである。
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■ 正社員登用の道筋を示すことで、非正規社員のモチベーションが向上

非正規社員から正社員への登用のメリットは、即戦力となる人材を確保できるという点

だけではない。非正規社員に正社員登用の道を示すことで、「非正規社員のモチベーショ

ンによい意味で影響を与えていることは間違いなくあると思う」という。また、「若い世

代よりも、３０歳以降の人の方が、生活面や将来のことを考えて、正社員への意欲を感じ

る。」というように、正社員への登用は、３０歳以降で、非正規社員として働いている人

たちにとって、仕事をする上での目標となっており、モチベーションを高める要因となっ

ている。

■ １年以上勤務した人で、各事業所長に認められた人は、正社員登用試験へ挑

戦できる

同社では、アルバイトや、契約社員、派遣社員については、各事業所の裁量で採用をし

ている。採用後、１年以上勤務した人（年齢制限はない）で、各事業所から推薦された人

を本社で選考し、合格した者を正社員として採用するという方法を採っている。正社員登

用の選考は、毎年、１月か２月に一度行われ、例年、２０名～３０名の人（ほとんどが３

０代前半）が、各事業所の推薦を受けて、選考に臨む。各事業所で推薦を受けて、選考に

臨むだけに、合格率は高い。不合格になる人は、だいたい１～２名程度となっている。不

合格になるのは、業務知識などのレベルが問題になるというよりも、正社員として働く上

での目的意識が感じられないケースの方が多いという。正社員登用後は、数年経つと、非

正規社員にはない、マネジメント的な役割を持つこともあるため、「正社員になることの

目的意識」が重要になるという。

なお、選考の方法は、面接と基礎知識（筆記試験：高校程度の基礎学力）を問う形式で

行われる。

■ 選考に落ちても、翌年、再チャレンジできる

選考に落ちたケースで、翌年、発憤して選考に再チャレンジし、合格したというケース

もあるという。「一度、落ちても、本人に本質的な問題がなければ、何度でもチャンスは

与える。今年落ちた一人について後日、現場のヒアリングを行ったところ、「来年もチャ

レンジしたい」という意欲を持って頑張っていると聞いた」と言うように、正社員への登

用を希望する人にとって、正社員登用試験への挑戦という目標は、働く上でのモチベーシ

ョン維持にもつながっているようである。



59 
 

■ 正社員登用は、研修を受けることが必要条件。受けなければ合格は取り消し

「非正規社員の中には、本当の会社の社風や風土を理解せずに、ただ働いているだけと

いう人もいた。当社の社風のよい部分を知らずに働いている人は、よく理解している人と

比べて、モチベーションが低いという傾向があった」というように、同社は、モチベーシ

ョンが低い人には、“自社への理解が不足しているという傾向がある”と考えた。「これ

までは、非正規社員には、自社のことについて理解するような教育をしていなかった」と

いう反省のもと、同社は、５年ほど前から「非正規社員から正社員へ登用する人について

も必ず、新入社員研修を受けてもらう」ことにし、中途採用者に改めて、自社への理解を

促す教育を行うことにした。

なお、正社員への登用試験に合格した人は、４月の新入社員研修の時期に合わせ、導入

研修を受けることが義務つけられている。

非正規社員から正社員へ登用された者は、すでに現場の戦力として欠かせない人材であ

るため、研修を始めた頃は、現場サイドから研修に参加するために業務から外れることに

難色を示し、研修に参加させないということもあった。しかし、現在では、どのような理

由があろうとも、例外は認めておらず、研修を受けないと、正社員登用試験の合格を取り

消すことにしている。このような例外を認めないという、ブレない姿勢は、“人材育成”

に対する同社の思いを、表していると言える。

■ 登用者の研修は、新卒者と一緒にグループ形式で行う

研修内容は、マナー研修や、自社歴について、講義や実習などを通じて学ばせるスタイ

ルで行う。基本的には、新卒者と登用者が一緒に、グループ形式で、研修を受ける形で進

められる。

研修をグループ形式で進めることには、“仲間作り”というメリットがある。研修で、

グループ作業などを通じてできた仲間が、正式配属後も、「お互いに支えあう人間関係に

発展することが多い」という。こうした仲間は、仕事で失敗したり、悩んだりしたときの

精神的な支えともなり、社員の“定着”という面でも良い意味で影響を与えている。

■ 研修では、小さなショックを与え、中途採用者でも謙虚な姿勢で研修に取り

組むように意識を変えていく

中途採用者は、最低でも１年以上の業務経験がある上に、研修の内容がマナーや社歴な

ど基本的な内容なので、謙虚な姿勢で、研修に参加できるかどうかが心配された。それに

ついては、「「当然、知っているでしょうが・・」という前提で、マナー実習などをやっ

てもらう。ところが、誰しもが知っているようでいて、なかなかできない。そういう、小
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さなショックを何度か与えていくと、徐々に、変なプライドを捨てて、謙虚に学ぼうとい

う姿勢に変わってくる。基本的なことでも、きちんと学ばせることが大事だと思う」とい

うように、同社では、研修の組み立て方を工夫している。

■ 導入研修が非正規社員の意識変革を促し、登用後の定着率向上にも寄与

元非正規社員には、これまで“どうせ自分は中途だから”という斜に構えた意識や、“会

社についての理解不足”が感じられることが多かったという。しかし、「中途採用者にも、

導入研修を行うようになってから、中途採用者のスタンスが変わってきた」というように、

今では、そうしたデメリットの部分は減りつつあることを実感している。中途採用者に対

しても、きちんとした正社員としての導入教育を行ってきたことが、非正規社員から正社

員への立場が変わるにあたっての意識変革に効果を発揮しているといえそうだ。

■ 正社員へ登用した後は、全体のバランスに考慮した処遇を行う

「当社の場合、非正規社員から正社員へ登用した場合の処遇は、同年齢の正社員の賃金

の平均程度の額を基準にしている。ある程度出来る人であっても、相場より多く出してい

ることはしていない」というように、正社員として新規に登用した社員の処遇は、社員全

体のバランスに気を配り、本人も、周囲も納得できる範囲で、設定されている。

「それなりの人物として、非正規社員から正社員に登用されているので、登用者が、同

年齢の正社員の平均レベルの処遇となっても、本人も、周囲の社員も、納得度は高いと思

う」と、会社としても登用者の処遇に自信を持っている。

■ 元非正規社員という経歴がマイナスにならない、公平な評価・処遇のしくみ

同社では、人事考課の結果は、上司と部下の面談の中でオープンに伝えられ、「どの部

分が評価されていて、どの部分を改善していかなければならないか」について、納得出来

るまで話し合いを持つしくみとなっている。「その結果を受けて、賞与、昇給等を決定す

るしくみとなっているので、正社員へ登用された時点で、仮に処遇が平均値だった人も、

その後の評価が高ければ、必然的に賃金が高くなるという形になる」という。

こうした公平な評価・処遇のしくみによって、元非正規社員であるという経歴が、決し

てマイナスにならない。また、このしくみが、登用された者だけではなく、将来的に正社

員登用試験へ挑戦しようという、非正規社員のモチベーションを高める要因にもなってい

る。
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事例１１（精密部品製造業Ｍ社）

期間社員からの正社員登用を積極推進。ミスマッチが少なく、定着率が高いというメリッ

トを実感

【企業データ】

設 立：昭和 19年

資 本 金：約 30 億円

従業員数：約 1,500 名

【概 要】

Ｍ社は、昭和１９年に航空発動機用気化器の製造所として設立。戦後、業務内容をミシ

ン部品製造業に転換した。その後、二輪車用部品の製造を開始。以降、わが国の自動車製

造業と二輪車製造業の発展とともに発展してきた。

同社の業績は好調で、最近１０年間に連結売上高が約３倍になるなどの急成長を実現し

ている。好業績を背景に、Ｍ社の人材獲得ニーズは高まっている。同社では、工場で働く

期間社員の正社員登用を積極的に進めるとともに、登用後３ヶ月の間、月１回、１時間程

度の研修を行い、社員の能力向上に注力している。なお、期間社員から正社員へ登用した

者の定着率は、ほぼ１００％となっている。

■ 期間社員を、正社員へ積極登用

製造現場において、約３００人の期間社員が存在する。同社は、５年ほど前から、団塊

世代の社員の定年退職や現場技能職社員の海外への異動に対する穴埋め、社員の年齢バラ

ンスの維持、期間社員のモチベーションアップなどをねらいに、期間社員の正社員登用に

積極的に取り組み始めた。平成１８年度は、３０人強（３５歳未満）、平成１９年度は２

５人（３５歳未満）の期間社員を正社員に転換している。平成２０年度は２０～３０人の

予定である。

登用試験は前期の８月と後期の２月の年２回実施される。応募には直属の上司の推薦が

必要であり、筆記試験の結果と日常の業務遂行状況等を社内規定による選考基準に照らし

て合否が決まる。合格率は平成１９年度で６０～７０％である。能力や仕事振りがよくわ

かった人材を正社員にできることや、登用後の社員のモチベーションが上がることがメリ

ットである。

「雇用の安定は大きなメリットと感じているようだ」というように、期間社員にとって、

正社員登用による長期的な雇用関係がモチベーションを高める要因であると言えそうだ。
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■ 期間社員から正社員へ登用された人の定着率は１００％近い

過去３年間に期間社員から正社員へ登用された社員の定着率は、約９８％と１００％に

近い。「正社員になったことで、雇用が安定し、給与面も含めた労働条件が向上すること

などが原因となり、社員の満足度が高まったのではないか」と、同社では考えている。こ

れから正社員を目指す期間社員にとって、このような登用制度があることが励みになり勤

労意欲が高まる効果があり、期間社員の定着率を高めることにもつながっているという。

正社員転換後の満足度が高いため、同社では、特に定着を促進するための工夫はとってい

ない。ただ、「転換後３ヶ月の間、月１回、１時間程度、登用者に正社員としての心構え

や心得を講義や、各社員が困っていることや悩んでいることを聞き、アドバイスをするな

どの機会は設けている」という。

■ 登用試験に落ちた人に対するフォローも着実に行う

登用制度の課題として、転換試験に落ちた期間社員に対してどのようなフォローをすべ

きなのかということがある。期間社員の試験結果のランクと弱点が期間社員の直属の上司

に知らされる。それに基づき、直属の上司は再度挑戦するなどの前向きな気持ちを持たせ

るように期間社員にフィードバックする。実際、５回目の挑戦で正社員登用試験へ合格し

た例もある。

せっかくの登用試験が、従業員のモチベーションダウンにつながっては意味がない。同

社では、登用試験に落ちても、次の機会を目指して頑張るように、動機づけを行うなど、

フォローも着実に行っているという。
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事例１２（フランチャイジーＸ社）

アルバイトからの正社員登用を見据え、アルバイト採用のプロセスを改善し、採用効率を

向上

【企業データ】

設 立：昭和 25年

資 本 金：約 2,000 万円

従業員数：約 400 名

【概 要】

Ｘ社は、ガソリンスタンドの運営、飲食店のフランチャイズ経営、撮影スタジオの運営、

さらには、総務・経理・店舗活動の後方支援など、多角的な事業展開を行っている。

同社は、アルバイトから、正社員登用することを前提に、アルバイト採用の段階での人

材の確保に注力している。具体的には、現場で対応しきれなかったアルバイトの応募を漏

らさず受け付けるため、募集を本社一括に変更し、募集要項も店舗ごとに独自性を出すな

どの工夫を行った。また、募集広告に「質問先」の電話番号も表記して、応募者が電話を

かけやすくするなど、良い人材を効率よく採用するため、採用プロセスの問題点について

改善を図っている。

２ヶ月に１度、アルバイトの人事考課を行い、優秀なアルバイトに対しては、正社員に

なることのメリットを伝え、正社員へ推薦することの内諾を得るなど正社員登用の仕組み

を設け、入社４～５年目のアルバイトを、毎年２０名前後正社員へ登用するなど、アルバ

イトからの正社員登用は、同社の人材確保の重要なルートとなっている。

■ アルバイトから、優秀な人材を正社員として確保。そのために、アルバイト

を効率よく採用する改善と工夫を行う

スタジオ事業では新卒のみの採用を行っているが、ガソリンスタンド、飲食店では、新

卒採用を行っても応募がなかったことから、同社では発想を転換し、あえて新卒採用を一

切行わず、原則的に、アルバイトの中から正規社員を抜擢する形をとっている。そのため、

アルバイトの採用方法に力を入れ、質の高いアルバイト社員の確保に努めている。なお、

同社のアルバイトのほとんどが、３５歳未満の若年層となっている。

アルバイトの採用については、以前は、各店長にお任せになっており、「人が足りなく

なったからアルバイトの募集を行う」というスタンスで、求人会社へアルバイト求人を丸

投げしていた。そのため、採用経費ばかりがかさみ、なかなか良い人材を確保することが

できなかった。

人材が確保できない原因を調査してみると、応募者からの問い合わせの電話が来ている
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にも関わらず、受け手側である各店舗で、そのすべてを受けていない事実が判明した。デ

ータ上は、１０件の問い合わせに対し、５件未満の応対状況であった。つまり、せっかく

応募者からアプローチがされているにも関わらず、それらを取りこぼしてしまっていたの

である。

そこで、この状況を改善するため、人材募集を本部一括に変更。募集広告もスタッフの

顔写真や、職場の風景写真を入れたりするなど、店舗ごとに独自性を出した。さらに、応

募者からの電話は、採用担当者の携帯電話へ転送される仕組みまでつくりあげた。

また、募集広告の電話の宛先を「応募」だけではなく、「質問」という宛先を設け、応

募者が電話をかけやすいようにする工夫も凝らした。

このように、応募を受ける企業側でフォローする仕組みをつくっておかないと、アルバ

イトの人数を確保できないのが、同社のようなサービス業におけるアルバイト事情である。

■ 入社４～５年目のアルバイトから、毎年、２０名前後を正社員へ登用

Ｘ社では、ガソリンスタンドや飲食店について、アルバイトから正社員への登用を進め

ている。

各店長が、アルバイト経験４～５年目の中から人材を選び、正社員へと推薦。正社員へ

の登用は、「過去のアルバイトとしての勤務状況を参考に、責任感を持って正社員として

働いてもらうことができるかどうかを判断して決定する」という。

同社では、２ヶ月に 1 回、「キャスト面談」（同社では、アルバイトをキャストと呼ん

でいる）を行い、アルバイトの人事考課を行っている。その際、優秀なアルバイトに対し

ては、正社員になることのメリットを伝え、あらかじめ、正社員へ推薦することの内諾を

得ておくという。この「キャスト面談」は、アルバイトに正社員へ登用される仕組みがあ

ることを伝える機会にもなっており、そのことが、アルバイトのモチベーションを高める

ことにもつながっている。

ここ最近の実績では、毎年、約２０人前後がアルバイトから正社員へ登用されている。

例年、その内の３～４人が、「フリーターとして同社でアルバイトをしていた人」である

という。つまり、同社では、毎年、３～４人のフリーターが正社員へと登用されるという

ことになる。

正社員登用後すぐに職務内容が変わることはないが、店舗間の異動などが発生する可能

性は出てくる。

■ 社員研修は、取引先や団体を活用して実施

同社では、アルバイトも含め、人材育成に力を入れている。ガソリンスタンドの社員や

アルバイトについて、元売り企業の協力も得て、全社研修を大々的に行っている。
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また、商工会議所と協力しながら、「ジョブカード」の導入も検討しているという。そ

の目的は、従業員にキャリアプランを描いてもらい、仕事に取り組む目的を明確にしても

らい、自社への仕事に活かして欲しいと考えているからである。
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事例１３（店舗関係サービス業Ｏ社）

気軽に応募できる契約社員待遇で、人材を確保。適性を見極めた上で正社員へ登用

【企業データ】

設 立：昭和 42年

資 本 金：約 8,000 万円

従業員数：約 380 名

【概 要】

Ｏ社は、「警備業務」、「清掃業務」、「設備保守業務」、「建築・内装・リフォーム

業務」を主力業務とし、その他関連業務として、「アパレル・ファッション販売業務」、

「貸衣装業務」に至るまで、幅広い業務を行っている。

同社の総社員数は約３８０名で、その他に、契約社員、アルバイトなどの非正規社員が

４５０名いる。契約社員は、警備業務に携わる方がほとんどで、アルバイトは、清掃業務

に携わる方がほとんどである。

同社では、新卒者の募集をかけても、応募者が思ったように集まらないことから、正社

員登用を前提とした契約社員の条件で、中途採用で人材確保に取り組んでいる。契約社員

から正社員へ登用する制度は、契約社員のモチベーションを高める効果があるという。

■ 新卒採用でも、中途採用でも、応募者が少ないのが悩み

同社の一番の悩みは、新卒者を対象とした定期採用において、募集を行っても人が集ま

らない点である。特に、警備業務や清掃業務に至っては、まったく応募がないような状況

であるという。ここ数年、新卒の採用実績は、設備保守業務における技術者が１～２名と

いった状況である。そのため、必要な人員を確保する手段として、中途採用という形を常

時行っている。しかし、中途採用であっても、警備業務や清掃業務については、応募者が

少ないのが現状である。

■ 中途採用者は、職場適応力を見極めるため、まず、契約社員という形で雇用

し、将来的に正社員へ登用している

中途採用においては、正社員としてではなく、契約社員という形での採用がほとんどで

ある。これは、正社員として応募しても募集がないためである。「正社員」とするより、

「契約社員」とした方が、「とりあえず、やってみよう」という気軽な気持ちで応募して

くれるそうである。応募者自体が少ないため、応募の際の心理的なハードルを下げて、少

しでも応募者を増やそうという苦肉の策である。
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中途採用の中心業務である警備業務は、特殊な仕事でもあり、もともと定着率の低い業

務であった。過去、正社員として採用しても、1 年足らずでやめてしまっていた方が多い時

期があり、採用コストに見合った人材を確保することができていなかった。そのため、契

約社員という形で、働く本人にも、「本当にこの警備という業務をやっていくことができ

るのか？」ということを判断してもらう期間にしている。

■ 契約社員のモチベーションアップと人員補充を目的に、正社員への登用制度

を導入

同社では、契約社員として働いている方を積極的に正社員へ登用している。ここ数年の

実績では、毎年７～８名の契約社員（ほとんどが３５歳未満の若者）が、正社員へ登用さ

れている。契約社員として採用され、実務経験を２～３年積んだ社員を対象に評価を行い、

一定の評価を得ると、正社員へ登用される仕組みになっている。まれに、正社員になるこ

とを断るケースもあるというが、ほとんどが喜んで正社員になっているという。

この仕組みの目的は、契約社員のモチベーションアップと正社員の補充である。一定の

経験を積み、能力が評価されると正社員に登用される様子を目の当たりにすることによっ

て、実際に働いている契約社員の励みになっている。
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事例１４（飲食業Ｒ社）

正社員登用希望者を増やすために、正社員の待遇改善と、働き方のニーズに対応できる複

数のキャリアコースを用意

【企業データ】

設 立：昭和 39年

資 本 金：約 50 億円

従業員数：約 600 名

【概 要】

Ｒ社は、飲食店の経営を中心に、食品・食品原材料の製造・加工及び販売、経営指導及

びフランチャイズ加盟店の募集・指導、財務管理・労務管理事務処理の受託、不動産賃貸

などの業務を行っている。

同社の正規従業員数は約６００名であるが、その他に、パート・アルバイトと呼ばれる

非正規社員が、約９,５００名いる。そのため、各店舗の第一線に立ち、同社の業務を支え

ているのは、多くの非正規社員である。

そうした非正規社員から、正社員への登用は、人材確保に苦労する同社の貴重な人材確

保ルートになっている。同社は、正社員登用の希望者を増やすため、正社員の待遇改善や、

働き方のニーズに合わせて選択できる複数のキャリアコースを用意した。

■ 新卒者には不人気で、毎年新卒者の確保に苦労する

同社の社員のほとんどは、各店舗の店長や店員として配置される。パート・アルバイト

の職種としては一定の人気があるのだが、大学・高校などの新卒においては、ほとんど人

気がない状況であるという。そのため、毎年、新卒の確保については非常に苦労している。

■ ２００５年から、パートやアルバイトを正社員へ登用する制度を導入

同社では、２００５年度から、パート・アルバイトと呼ばれる待遇の非正規社員を、正

規社員へ登用する社内制度を実施している。それ以前も、パート社員が店長として正規社

員になった事例があったのだが、正式な社内制度として導入した。

■ 正社員向け研修を利用して、登用の選抜を行う

非正規社員のうち、正規社員への登用を希望する方は、「トレーニングプログラム」と

呼ばれる正規社員向けの研修プログラムを受講してもらうことが原則となっている。その
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研修を通じて、正規社員としての適性を見極め、評価をされた人が、正規社員として登用

される仕組みである。

■ 登用試験は年４回。それに合わせて、入社式も年４回実施するため、“同期

意識”が芽生える

ここ３ヵ年の実績は、２００５年度が４７名、２００６年度が３８名、２００７年度が

３０名という推移である（ほとんどが３５歳未満の若年層）。正社員へなることができる

チャンスは、４月、７月、１０月、1月の年４回あり、それに合わせて入社式も４回実施し

ている。スタートがそろうことで教育・店舗の受け容れのスケジューリングがしやすいと

いうメリットがあり、同社の成長を支える重要な人材戦略になってきていることに加えて、

一緒に入社式や研修を受けるプロセスで“同期意識”が芽生えるという副次的なメリット

もある。

■ 正社員登用制度によって、現場をよく知る即戦力を確保することができる

企業は、即戦力として正社員を得ることができる。同社では、各店舗の責任者である店

長は、すべて正社員とするという方針を打ち出しているが、店長をすべて新卒採用や中途

採用で賄うことは非常に難しい。

そもそも、中途については、様々な媒体を通じて年間を通して行っているが、なかなか

人が集まらない。このような状況を打開するために、非正規社員で働いている人の中から、

現場をよく知る即戦力者をお互いの合意のもとで正社員として登用するということが必要

になってきている。

企業は、正社員登用する人材のことを、また、登用される側も企業や現場のことをよく

知っていることで、ミスマッチが発生しにくいという効果もある。

■ 正社員の待遇改善で、「正社員になりたい」という非正規社員が増えた

同社では、正社員へなることのメリットが非正規社員にも伝わるよう、正社員の待遇改

善に取り組んできた。以前は、正規社員である店長は多忙を極め、優秀な非正規社員を正

社員に登用しようと試みたが、正規社員になることを断る方が多かった。そのため、慢性

的な人材不足を招き、悪循環を生んでいた。このような状況を打開すべく、正社員の待遇

を見直し、「正規社員になりたい」と思わせる勤務体系（長時間労働を避け、適切な休日

を取ることができる勤務シフト）、給与体系（同業他社と比較の上で適切な給与）に変え

てきた。そうした取り組みの結果、「正規社員になりたい」と手をあげる非正規社員が増

えてきた。正社員としての待遇に魅力を感じて正社員になっているので、その後の定着率
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も高くなっているという。

■ 働き方のニーズに合わせて、正社員として働ける複数のキャリアコースを用

意

同社の正社員登用制度には、エリア社員として登用するコースと、ナショナル社員とし

て登用するコースの２コースがある。業務内容は同じであるが、転居を伴う転勤がないの

がエリア社員、転勤はあるが本部登用などのキャリアアップが見込めるのがナショナル社

員である。

複数のキャリアコースを用意することで、例えば、家庭の事情等により転勤ができない

人でも、エリア社員という形で、正社員になることができる体制を整えている。エリア社

員が店長になった場合、「自分の店」という意識で高いレベルを維持できるというメリッ

トもあり、実際こうした店長の売上の伸び率はトップレベルにあるという。

正社員に登用される非正規社員は、長年、現場の第一線として活躍してきた人材である。

そのため、現場の状況を誰よりも熟知し、店舗内での人間関係も構築されているため、同

社としても、安心してその店舗のマネジメントを任せることができる。そういった人材が、

長く定着することは、同社にとって大きなメリットとなっている。

そうしたメリットを実感しているからこそ、同社では、正社員の待遇改善や、多様な働

き方のニーズに応えられるべく、複数のキャリアコースを用意するなどの工夫を行い、非

正規社員から正社員への登用を希望する人材を増やそうと、取り組んでいる。
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事例１５（サービス業Ｚ社）

アルバイト採用時の仕事体験で、ミスマッチを解消。定着率が良く勤続年数の長いアルバ

イトから、信頼できる人材を正社員へ登用

【企業データ】

設 立：平成 13年

資 本 金：約 300 万円

従業員数：約 30 名（パート・アルバイト含む）

【概 要】

Ｚ社は、生コンクリートを製造販売する工場にスタッフを派遣し、コンクリートのひび

割れを防止するための混和材料（特殊化学材料）を混入することを業とする企業である。

混和材料は砂・砂利などの骨材、セメント、水の基本材料に注ぐ第四の原材料として一般

的に使用されている。同社ではこれらの混和材料をコンクリートの利用目的によって選定

し、生コンクリートの製造工場までスタッフが訪問して混入するまでの作業を請け負う。

同社の従業員は、正社員が１０名、アルバイトなどが２０名である。同社は新卒の募集

では人材を確保しづらいこともあり、正社員は、全員、アルバイトから登用した人材であ

る。

同社では、アルバイトとして採用する際、自社の仕事を体験してもらい、その上で応募

するかどうかを判断してもらっている。その結果、アルバイトとして採用した後も、定着

率が良いという。

■ アルバイトの応募者全員に、自社の仕事を体験してもらう

アルバイトの募集は、新聞折込やタウンワークなどのフリーペーパー、ハローワークを

利用している。２０人いるアルバイトも２０代～５５歳まで年代は幅広い。ずっとフリー

ターでやってきている人もいれば、何らかの事情で会社を辞め、その後、就職先が見つか

らず、同社でアルバイトをしている人もいる。

同社の業種はイメージが伝わりづらい。そのため同社では、応募してきた人全員に、研

修に参加してもらい、どういう作業なのかを体験してもらった上で、働きたいかどうかを

判断してもらっている。作業を体験した後、働きたいという意思を示してくれる人は応募

者の１～２割であるというが、その分採用後の定着率は比較的高く、長期アルバイトとし

て採用した人で、その後辞めてしまったのはわずか数名である。

一通りの作業を全てこなすことができるようになるまでは１～２ヶ月かかるが、最初の

２～３回までは、研修期間として、同社で働くかどうかを決めてもらうためものと考えて

いるという。これ以外に安全教育や技術教育を年に何度か実施している。
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■ 正社員は全てアルバイトからの登用。信頼できる人を正社員として確保で

きるというメリットがある

現在同社で働いている正社員１０名は、全員がアルバイトとして働いていた人を登用し

たものである。「以前、いきなり正社員として採用したことがあるが、作業現場でトラブ

ルを起こしてしまったということがあった。このこともあって正社員として雇用する人材

は、信頼できる人が望ましいという観点から、現在はアルバイトから正社員登用を行って

いる。まだ、小規模な企業なので一人ひとりの資質を見ながら採用できる」という。また、

「仕事のイメージがわかりにくく、かつ、規模の小さい同社で新卒の募集をしても、応募

が見込めない」という事情も、同社がアルバイトからの正社員登用で人材を確保している

背景にある。

正社員登用の際に意識していることは「①会社との関係で信頼関係があること」、「②

作業を行う上での技術的、専門的知識を備えていること」、「③一緒に作業する人たちの

中でリーダーとして活躍できること」の３点である。アルバイトは、かなり長期の人が多

いので、正社員にならないかという打診に対しては比較的快く応えてくれるという。

正社員となった場合は、複数人で対応しなければならないような現場においてはリーダ

ーとして作業してもらうこともある。また、正社員に登用した際の賃金は、アルバイトと

しての勤続年数や本人の年齢、既存の社員とのバランスを見て決定するという。

正社員の年代は２０代半ばから４０代半ばと幅広い。このうち３５歳未満の人材は４名

である。現在２０代の正社員は創業まもなくアルバイトとして採用し、半年後に正社員と

して登用したが、入社後６年半経った現在では会社の中心的人材として活躍してもらって

いるという。
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＜付属資料１＞

青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針（概要）

雇用対策法の改正により、平成１９年１０月１日から、
○ 若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
○ その他の雇用管理の改善
○ 実践的な職業能力の開発及び向上
を図るために必要な措置を講ずることにより、若者の雇用機会の確保等を図ることを事業主の努力義務化。

青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針（概要）

事業主は、就業等を通じて培われた能力や経験について、
過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本
位による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるよ
う努めること。

� 業務内容、勤務条件、職場で求められる能力・資質、
キャリア形成等についての情報を明示すること。

� 既卒者についても、新規学卒者の採用枠に応募できる
ような募集条件を設定すること。
その際、できる限り年齢の上限を設けないようにする

とともに、上限を設ける場合には、既卒者が広く応募す
ることができるよう検討すること。

� 新規学卒者等の採用時期について、通年採用や秋期採
用の導入等を積極的に検討すること。

� 職業経験が少ないこと等により、当初から正社員とし
て採用することが困難な場合には、若年者トライアル雇
用等の積極的な活用により、適性や能力等についての理
解を深めることを通じて、安定した職業に就く機会を提
供すること。

募集及び採用に当たって講ずべき措置

� 期間を定めて雇用されていること等により不安
定な雇用状態にある若者が希望した場合に、正社
員への登用の可能性が与えられるような仕組みを
検討すること。

� 実践的な職業能力の開発及び向上を図るための
措置（ＯＪＴ及びＯＦＦ－ＪＴの計画的な実施、
実習併用型職業訓練の実施）を講ずるよう努める
こと。

定着促進のために講ずべき措置

� 募集に当たっては、企業の求める人材像や採用選考に当
たって重視する点等を明示すること。

� フリーター等についても、適性や能力等を正当に評価す
るとともに、職業経験のみならず、ボランティア活動の実
績等を考慮するなど、将来性も含めて長期的な視点に立っ
て判断することが望ましいこと。

� 採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用
条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、卒業を
採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を
明示するよう留意すること。
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＜付属資料２＞

アンケート調査票

【厚生労働省 職業安定局若年者雇用対策室 委託調査】

※経営者の方または、人事担当者様にご回答をお願いいたします

※差し支えなければ、調査票の回収・集計作業用に貴社の会社名、回答された方のお名

前、ご連絡先などをご記入下さいますよう、お願いいたします。

貴 社 名

回 答 者 （お名前） （所属・役職）

連 絡 先 （ＴＥＬ）

この調査結果は、すべて統計的に処理されますので、貴社のお名前やご回答の内容に関わ

ることが外に出ることは一切ございません。また、調査目的以外に使用することは絶対に

ありません。皆様の、率直なご意見をお聞かせ下さいますようお願い申し上げます。

投 函 期 限 ：６月 ３日 （火）

送 付 先 ：（株）産業社会研究センター（調査実施機関）

〒105-0001 東京都港区赤坂 3－21－12 陶香堂ビル 7Ｆ

（同封の返信用封筒をお使い下さい）

本調査に関するお問い合わせ先 ： （株）産業社会研究センター

担 当 ： 菅野、石原

℡．０３－５５６１－５０７１（代） 

＜アンケート調査＞

若年者の雇用機会の確保等についての企業等

からの好事例の収集に係わる調査研究事業
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＜ご記入にあたっての注意＞

１．調査時点について

・特にことわりのない限り、調査の時点は２００８年（平成２０年）５月現在でお答え

下さい。

２．記入方法について

< パターン２ >

・通常の設問の場合、あてはまるものの番号に○をつけてください

１．今よりも正社員比率を高めたい

２．今よりも、パートやアルバイトなどの非正規社員の比率を高めたい

３．正社員や非正規社員の比率は現状のままでよい

４．その他（具体的に）

< パターン２ >

・選択肢「その他」に○をつけた場合は、文章を記入してくださ

４．その他（具体的に）

３．本調査における用語の定義について

フリーター：15 歳から 34 歳の若年者（学生および主婦を除く）のうち、勤め先における

呼称がアルバイトまたはパートであるもの（これまでアルバイト・パート

を続けてきた者で採用時に無業の者を含む）を指します。

既卒者：学校卒業後すぐに就職する者以外で、35歳未満の者のことを指します（勤務経

験の有無は問わない）。

若 者：35 歳未満の者のことを指します。

非正規社員：正社員以外の社員（パート、アルバイト、契約社員など）を指します。た 

だし、学生アルバイト、派遣社員、請負会社の社員を除きます。

４．その他

・本アンケートは、民間データベース会社所有のデータベースから無作為に抽出した企

業に郵送配付でお送り致しております。

・ご回答は、企業の経営者の方、もしくは人事担当者の方にお願い致します。

・ご記入は黒または青のボールペン、万年筆、濃いめの鉛筆をご使用ください。

職種によって、正社員比率を高めたり、減らしたりしたい
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問１ 貴社では、過去１年間に、フリーターや既卒者を正社員として募集しましたか。あ

てはまるものに１つだけ○をつけてください（３と回答した場合は、問４に進んで

ください）。

１．フリーターや既卒者を主要なターゲットにして正社員の募集をした

２．フリーターや既卒者等にこだわらず、正社員の募集をした

３．フリーターや既卒者の正社員募集は行わなかった 問４にお進みください

４．その他（具体的に）

問２ 貴社では、過去１年間にフリーターや既卒者を正社員として採用した実績がありま

すか。実績がある場合は、採用者数をご記入ください（２と回答した場合は、問４

に進んでください）。

１．採用した実績がある

２．採用した実績はない 問４へお進みください

問３ フリーターや既卒者の募集・採用についてどのようなメリットを感じて（あるいは

期待して）いますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。

１．新卒者と変わらないレベルの人材を確保できる

２．即戦力になる人材を確保しやすい

３．自社が求める質の人材を確保しやすい

４．必要な量の人材を確保しやすい

５．既に職業経験があるため、教育研修にあまりコストをかけずに済む

６．発想や考え方が既存社員とは違う、ユニークな人材が採用できる

７．特にメリットは感じていない（期待していない）

８．その他（具体的に）

最初に、フリーターや既卒者の募集・採用状況についておうかがいします

人
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問４ フリーターや既卒者の募集・採用にあたって、感じる問題点はありますか。あては

まるものにいくつでも○をつけてください。

１．フリーターや既卒者を効率よく募集・採用する方法がわからない

２．自社の業種や募集する職種が、若者に人気がない

３．自社の業種や募集する職種が、フリーターや既卒者には適していない

４．自社の知名度が低いので、若者が集まらない

５．アルバイト経験の評価の仕方などの面接・採用ノウハウが十分ではない

６．フリーターや既卒者を採用した場合の社内の賃金体系等の処遇制度が十分ではない

７．都度採用になるので、結果的に募集・採用コストがかかる

８．都度採用になるので、研修コストがかかる

９．自社の求める質の人材が集まりにくい

10．人材を量的に確保するのが難しい

11．特に問題は感じていない

12．その他（具体的に）

問５ 貴社では、フリーターや既卒者を正社員として募集・採用する上での問題点に対し、

どのような対策を行っていますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてくださ

い。

１．自社や募集職種についてのより詳細な情報の提示、アピールポイントの工夫

２．自社のホームページによる求人情報の公開など、ＩＴ手段の活用

３．企業イメージの刷新

４．若者採用に合った、新たな求人ルートの開拓

５．会社説明会の開催や、実施方法の工夫

６．合同会社説明会へ参加

７．募集回数や募集のタイミング、採用プロセスの適正化による採用コストの低減

８．求人条件の魅力を高めるための、賃金や労働条件の見直し

９．職業体験の機会の提供

10．面接の際のアルバイト経験の評価方法などのフリーターや既卒者に対応できる面接

手法の工夫

11．既卒者でも対応可能な賃金体系などの整備

12．既卒者でも対応可能な研修制度の整備

13．特に工夫や見直しをしていることはない

14．その他（具体的に）
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問６ 貴社では、非正規社員から正社員へ登用する制度がありますか。あてはまるものに

１つだけ○をつけてください。

１．非正規社員から正社員へ登用する制度がある

２．非正規社員から正社員へ登用する制度はない

問７ 問６でお答えいただいた制度の有無に関わらず、貴社では過去１年間に、３４歳以

下の非正規社員を正社員へ登用した実績がありますか。あてはまるものに１つだけ

○をつけてください。登用した実績がある場合は、登用者数もご記入ください（２

と回答された場合は、問９へ進んでください）。

１．登用した実績がある

２．登用した実績はない 問９へお進みください

問８．非正規社員から正社員への登用には、どのようなメリットがありますか。あてはま

るものにいくつでも○をつけてください。

１．企業ロイヤリティーの高い人材を正社員として確保しやすい

２．仕事に対する熟練度が高い人材を正社員として確保しやすい

３．会社や職場のことをよくわかっている人材を正社員として採用することがでいる

４．能力や仕事ぶりをよくわかった上で、正社員として採用することができる

５．採用コストを抑えることができる

６．教育コストを抑えることができる

７．定着率や仕事意欲を高めることができる

８．人材確保難に対応できる

９．特に感じるメリットはない

10．その他（具体的に）

次に、非正規社員の正社員登用の状況についておうかがいします

人
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問９ 非正規社員から正社員への登用にあたり、感じる問題点は何ですか。あてはまるも

のにいくつでも○をつけてください。

１．非正規社員が正社員になりたがらない

２．正社員への選考した結果に対して、不公平感や不満が起きやすい

３．正社員への選考にコストや手間がかかる

４．正社員登用後の賃金・処遇の位置づけが難しい

５．正社員登用後の役割分担や配置のしかたが難しい

６．正社員登用後の雇用形態変更に伴い、周囲との人間関係に問題が生じやすい

７．正社員登用後の雇用形態変更に伴った、適切なマネジメントが難しい

８．正社員登用後も、本人の意識は非正規社員の頃から変わらない

９．特に問題は感じていない

10．その他（具体的に）

問 10 非正規社員の正社員登用を行う際に感じる問題に対し、貴社ではどのような対応策

をとっていますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。

１．正社員として働くことの魅力や、やりがいなどを伝えるようにしている

２．正社員として働く事に対する動機付けや、後押しをしている

３．短時間正社員や勤務地限定社員など、働き方のニーズに対応できるような、柔軟な

勤務体系を整備している

４．正社員登用の選考時期や選考基準を明確に設定しそれを社内にオープンにしている

５．本人や周囲に納得度が高い、適切な選考プロセスをとっている

６．選考にかかる手間やコストを低減するために、選考時期を定例化している

７．登用後の賃金や処遇の基準を明確にしている

８．非正規社員から正社員登用された人に対する適切なマネジメントができるよう、管

理者に対して教育をしている

９．非正規社員から正社員登用された人に対して、正社員としての意識付けのための教

育を行っている

10．特に取り組みは行っていない

11．その他（具体的に）
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問 11 若者を正社員として受け入れる際に感じる問題点は何ですか。あてはまるものにい

くつでも○をつけてください。

１．即戦力にならない

２．マナーやコミュニケーションなど社会人としての基本ができていない

３．自社の社風や職場への適合が難しい

４．仕事への取り組み意欲や目標達成意欲が低い

５．すぐに辞めてしまうなど、職場定着が難しい

６．特に問題は感じていない

７．その他（具体的に）

問 12 若者を正社員として受け入れる場合の問題（職場定着についての問題も含む）に対

し、貴社ではどのような対応策をとっていますか。あてはまるものにいくつでも○

をつけてください。

１．ミスマッチによる早期離職を防ぐため、募集・採用時において自社や募集職種につ

いてのより詳細な情報を伝えるようにしている。

２．長期的な視点での人材育成計画を立てている

３．社会人としてのマナーやコミュニケーション力を養成する教育を行っている

４．トライアル雇用など、自社との相性や能力を見極める期間を設定している

５．仕事に対する取り組み方など、意識づけのための教育を行っている

６．業務知識習得のための、教育を行っている

７．外部の教育・研修機関を有効に活用している

８．不安や不満を相談できるような仕組みを用意している

９．正社員採用した若者の状況（業務の進捗や悩みなど）を把握するための、上司との

定期的な面談等、コミュニケーションの機会を用意している

10．正社員採用した若者を適切にマネジメントする力を養成するための管理者に対する

教育を行っている

11．職場のチームワーク醸成のための、レクリエーションなどを実施している

12．特に取り組みは行っていない

13．その他（具体的に）

新卒者なども含む若者全般の受け入れや定着の状況についておうかがいします
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問 13 昨年、正社員として採用した若者の定着率は、現在（０８年５月１日現在）のとこ

ろ何割程度ですか。次のうち、最もあてはまるものに１つだけ○をつけてください。

１．１０割 ５．３割以上～５割未満

２．９割以上～１０割未満 ６．１割以上～３割未満

３．７割以上～９割未満 ７．１割未満

４．５割以上～７割未満 ８．全員退職した
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Ｆ１ 貴社の従業員数についてお伺いします。あてはまるものに、１つだけ○をつけて下
さい（ここでの従業員数は、正社員、契約社員、嘱託社員、パート等を対象としま
す。アルバイトなど短期の雇用者は含めないで下さい）。

１． 10 人未満 ６． 300 人以上 ～ 500 人未満
２． 10 人以上 ～ 30 人未満 ７． 500 人以上 ～1,000 人未満
３． 30 人以上 ～ 50 人未満 ８．1,000 人以上 ～3,000 人未満
４． 50 人以上 ～ 100 人未満 ９．3,000 人以上
５．100 人以上 ～ 300 人未満

Ｆ２ 貴社の設立はいつですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。

１．昭和20年代以前
２．昭和20年代
３．昭和30年代
４．昭和40年代

５．昭和50年代
６．昭和60年～64年
７．平成元年～平成10年
８．平成11年以降

Ｆ３ 貴社の所在地（本社）はどこですか。次にあげる項目の中から、あてはまるものに
１つだけ○をつけてください。

１．北海道地方 ４．関東地方 ７．近畿地方 10．九州地方
２．東北地方 ５．甲信越地方 ８．中国地方 11．沖縄地方
３．北陸地方 ６．中部地方 ９．四国地方

Ｆ４ 貴社の業種は次のうちどれにあてはまりますか。あてはまるものに１つだけ○をつ
けてください（複数にあてはまる場合は、最も売上比率の高いものを１つだけ選ん
でください）。

１．建設業 ８．不動産業
２．製造業 ９．飲食店、宿泊業
３．電気・ガス・熱供給・水道業 10．医療、福祉
４．情報通信業 11．教育、学習支援業
５．運輸業 12．複合サービス業
６．卸売・小売業 13．その他のサービス業
７．金融・保険業

Ｆ５ 貴社の従業員の平均年齢は何歳ですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてくだ
さい。

１．20才未満
２．20才以上～25才未満
３．25才以上～30才未満
４．30才以上～35才未満
５．35才以上～40才未満

６．40才以上～45才未満
７．45才以上～50才未満
８．50才以上～55才未満
９．55才以上～60才未満
10．60才以上～65歳未満
11．65才以上

最後に、貴社の概要についてお伺いします


